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総合資源エネルギー調査会 

省エネルギー・新エネルギー分科会／電力・ガス事業分科会 

第 44回再生可能エネルギー大量導入・次世代電力ネットワーク小委員会 

 

日時 令和４年８月 17日（水）９：00～11：48 

場所 オンライン開催 

 

１．開会 

 

○能村新エネルギー課長 

 定刻でございますので、ただ今から、第 44回大量導入小委につきまして開催いたします。

本会合でございますが、定例でございますが、オンラインでの開催とさせていただきます。

もし何かトラブルやご不明な点ございましたら、事前に事務局からご連絡させていただい

てございますメールアドレスや連絡先までご連絡いただければと思います。 

 本日は、荻本委員と五十嵐委員がご欠席となってございます。また、７月付で省エネ・

新エネ部の部長に井上部長が新たに着任されておりますので、一言冒頭にごあいさつをさ

せていただきます。井上部長、よろしくお願いいたします。 

○井上省エネルギー・新エネルギー部長 

 ただ今ご紹介にあずかりました、新しく省エネルギー・新エネルギー部長に着任いたし

ました井上博雄と申します。どうぞよろしくお願いいたします。 

 委員、オブザーバーの皆さまにおかれましては、これまでも再生可能エネルギーの大量

導入や次世代ネットワークの在り方につきまして、さまざまな視点からご議論いただきま

して、改めて厚く御礼申し上げます。 

 本委員会でのご議論なども踏まえまして、昨年 10月に閣議決定された第６次エネルギー

基本計画では、野心的な水準として、2030年度における電源構成で、再エネ 36～38％程度

を目指すことが掲げられております。さらなる再エネの最大限の導入を促すことが不可欠

となっておりまして、大変な課題に直面していると考えております。 

 また同時に、今後再エネの導入拡大に当たりましては、地域の理解を得た上で、地域と

共生しながら事業を進めていくことが肝要であると考えてございます。エネルギーを取り

巻く情勢は、カーボンニュートラルの動きに加え、ロシアによるウクライナ侵略、電力需

給逼迫や燃料高騰など、日々刻々と変化しております。政府としても、こうした危機の克

服とＧＸの実行を一体的に捉え、官邸のＧＸ実行会議にて議論を開始しているところでご

ざいます。 

 本委員会における検討も、しっかりと全体のエネルギー政策に位置付けてまいりたいと

考えてございます。委員、オブザーバーの皆さまにおかれましても、忌憚のないご意見を

頂戴できれば幸いです。引き続きどうぞよろしくお願い申し上げます。 
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○能村新エネルギー課長 

 井上部長、ありがとうございました。失礼いたしました。それでは、事後の進行につき

まして、山地委員長にお願いいたします。 

○山地委員長 

 委員長の山地です。それでは、大量小委の第 44回の会合を始めたいと思います。早朝か

らご参加いただきありがとうございます。まずは事務局から資料の確認をお願いいたしま

す。 

○能村新エネルギー課長 

 事務局でございます。配布資料一覧にございますとおり、議事次第、委員等名簿、また

資料１といたしまして「再エネの大量導入に向けて」、また資料２といたしまして「電力

ネットワークの次世代化」、参考資料１といたしまして「再生可能エネルギー発電設備の

適正な導入及び管理のあり方に関する検討会 提言概要（案）」、参考資料２といたしまし

て「同検討会 提言（案）」、参考資料３といたしまして、荻本意見提出意見をご用意して

ございます。以上でございます。 

 

２．説明・自由討議 

 （１）再エネの大量導入に向けて 

 （２）電力ネットワークの次世代化 

 

○山地委員長 

 ありがとうございます。 

 本日、毎回やってますけど２部構成ということで、前半が資料１と参考資料を事務局か

ら説明していただいた後、ご議論。後半は事務局から資料２、つまり前半、再エネの大量

導入、後半は電力ネットワークの次世代化、これについて２部構成で議論を進めていくと

いうことといたします。 

 まず、従って事務局から資料１と参考資料についてご説明をお願いいたします。 

○能村新エネルギー課長 

 事務局でございます。まず資料の１からご説明をさせていただきます。「再エネの大量

導入に向けて」というものでございます。スライド番号２ページ目をご覧いただければと

思います。 

 本日のご議論でございますけれども、これまでのご議論を踏まえながら、まず論点の１

といたしまして、新しい再エネをどんどん入れていくという中で、適地へのスピード感を

持った再エネ導入を進めるための支援の在り方について、４月来ご議論いただいてござい

ますけれども、さらに各省の取り組みを含めてご説明をさせていただきたいと思います。 

 論点の２といたしまして、既存の再エネが需給に応じて供給するための蓄電池の導入促

進でありますとか、また既に確保されている適地を有効活用するための投資を促す考え方、
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在り方につきまして、ご議論いただければと考えてございます。 

 資料の３ページ目、ご覧いただきますと、赤枠で囲ってございますのは、本日主にご議

論いただきたいテーマを掲げたものでございます。 

 まず、スライドの４ページ目でございますが、大きく１ポツといたしまして、地域と共

生した再エネの導入拡大ということで３つの項目に分けてございます。まず適地への再エ

ネ導入拡大という観点からのご説明でございます。５ページ目、ご覧いただきますと、適

地への再エネ導入拡大でございますが、適地の減少に伴いまして、認定容量につきまして

は年々縮小の傾向でございます。超過利潤がございました 2012 年から 14 年を除いた認定

量の推移でございます。 

 下段を見ていただきますと、2016 年度や 18 年度、約５ＧＷ程度の認定量がございまし

たが、2020年度におきましては 1.7ＧＷ。また、足下 2021年度については、そこから少し

回復してきてございますが、2.4ＧＷということでございます。2030 年の目標を見据えて

は、やはり５～６ＧＷといった認定量に回復していく必要があるということで、各省を含

めた施策の取り組みの具体化が必要であるということでございます。 

 ６ページ目は、これまでご議論いただいてございます、2030 年目標に向けた野心的目標

を含めた各それぞれの目標に向けた施策を掲げたものでございます。各省の取り組みを含

めて施策の進捗についてご説明をさせていただきます。 

 ７ページ目をご覧いただきますと、まずこの４月から、温暖化対策推進法の４月１日か

らの改正に伴いまして、再エネ促進区域が実際に稼働してきているという状況でございま

す。下の表の左側でございますが、実際に長野県の箕輪町におきまして、第１号の促進区

域が設定されているという状況でございます。また、右側に掲げてございます小田原市を

含めまして、現在約 20市町村ぐらいにおきまして検討がされているという状況でございま

す。 

 また次のページ、８ページ目でございます。空港につきましては、2030 年目標に向けて、

約 2.3ＧＷの再エネの導入を見込むということがこの大量小委でもご議論いただいている

ところでございます。こうした中で、本年６月に改正航空法が成立いたしまして、国有財

産法の特例などについて措置をされているところでございます。８ページ目の右下に書い

てございますが、国有財産法の特例といたしまして、貸付の期間の上限を 30年とするなど、

再エネが入りやすい環境というところを整備いただいているところでございます。 

 続きまして９ページ目、ご覧いただきますと、屋根置きの太陽光の導入拡大ということ

が非常に重要になってきているというわけでございますが、２つ目の黒丸のところに書い

てございますが、住宅、工場・倉庫などの建物への導入拡大に向けて、ＦＩＴ制度、ＦＩ

Ｐ制度におきまして、一定の集合住宅に係る地域活用要件の緩和ですとか、屋根への導入

に係る入札免除などについて、今年度から措置をしているところでございます。こうした

中で具体的民間の取り組みにおきまして、店舗とか倉庫の屋根におきまして、太陽光の設

置の検討が進められているという状況でございます。 
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 続きまして 10ページ目でございます。屋根設置太陽光の動向といたしまして、建築物省

エネ法も改正がされたところでございます。この中では、改正法に基づきまして、市町村

の設定する促進区域内におきまして、再エネ設備の設置に関する形態規制の特例でござい

ますとか、建築士から導入効果等をしっかりと説明をしていただくという義務を課すとい

った形の制度が設置されてございます。右下の赤枠で囲ってございますけれども、このよ

うな取り組みが今般の建築物省エネ法によって措置されているという状況でございます。 

 また 11ページ目でございます。補助金による導入促進ということも行っているところで

ございます。環境省のオンサイトＰＰＡ補助金などにおきましては、令和３年度におきま

しては 184ＭＷ、また今年度、令和４年度の現時点での採択実績というところで、太陽光

について 118ＭＷといったところの導入を見込んでいるというところでございます。 

 続きまして、需要家と連携する形の導入拡大についてでございます。資料につきまして

は 13ページ目をご覧いただければと思います。 

 まず、入札などにつきましてしっかりと進めていくと、民間の取り組みを進めていくと

いうことでございますけれども、今年度第１回目の入札結果が出てきてございます。２つ

目の黒丸に書いてございますけれども、ＦＩＴ応札容量は 25ＭＷ、またＦＩＰの応札容量

は 129ＭＷということで、今回全量落札という形になってしまいましたけれども、一方で

落札価格につきましては、着実に低減が行われているというところでございます。 

 前回の入札におきまして、10円を平均で切ったということで、9.99円でございましたけ

れども、今回の入札におきましては、ＦＩＴで 9.93 円／ｋＷｈ、ＦＩＰにおきましては

9.87 円／ｋＷｈとなってございまして、着実にコストが低減してきているという状況でご

ざいます。 

 他方で、次のスライド、14 ページ目をご覧いただければと思います。足下につきまして

は、太陽光パネルの国際市況が上昇傾向にあるということで、過去に比べれば相対的には

安い水準ではございますけれども、足下については、１割２割といった形で太陽光パネル

は高くなっているといったことも指摘をされているところでございます。 

 他方で、全体として、事業用太陽光全体のＣＡＰＥＸの見通しが 15ページ目でございま

すけれども、足下の 2021、2022 はやや横ばいかなといったことでございますが、2030 を

見据えていきますと、グローバルでのこれはデータでございますけれども、引き続き低下

傾向の見通しであるという状況でございます。 

 資料の 16ページ目でございます。経産省の補助金でございますが、需要家と一体となっ

て再エネ設備を導入していくといった補助金をやってございます。補正予算で２回既に採

択をしてございまして、計 19件、94ＭＷの事業が採択されているものでございます。右側

のように地域の需要家が連携した取り組みということで、飲食店や地域のタイルメーカー

とか、１つの需要家ではなかなか大きな需要を生み出せない需要家さんでも、複数の需要

家が連携することで再エネと、発電側と連携する形での取り組みといったことが見られて

るところでございます。こうしたＮоｎ－ＦＩＴ、Ｎоｎ－ＦＩＰの取り組みも広がって
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きているという状況でございます。 

 従いまして、資料 17ページ目でございます。ＦＩＴ制度、ＦＩＰ制度によらない電力を

含めた全体像を把握していく必要があるというところでございます。今年度にも、こうし

た一送さんとも連携しながらでございますけれども、ＦＩＴ・ＦＩＰ制度によらない案件

を含めた再エネ全体の全体像を把握しながら、2030 年の目標に向けた取り組みを進めてい

く必要があるということでございます。 

 資料 18ページ目でございます。次世代太陽光の電池の開発というところでございます。

資料 19ページ目を見ていただきますと、適地が限られている中で、壁面ですとか既築の屋

根といったところにつきまして、現行のポリシリコン型の、太陽光でなかなか実際には設

置が難しいところがございますけれども、薄型で軽量の新しい新型の太陽光発電について

の研究開発を行っているところでございます。 

 具体的には、グリーンイノベーション基金で国としても支援しているところでございま

して、来年度から早ければ大規模実施を行っていきたいと考えているところでございます。

具体的な民間の取り組みが広がってきてございます。下に点線でくくってございますけれ

ども、積水化学さんとＪＲ西日本さんがプレスリリースをこの８月３日にされてございま

すけれども、一般共用施設におきまして 2025年に実際に公共部分で太陽光電池の設置を行

うということで、一般共用施設におきますペロブスカイト電池の採用計画は世界初といっ

た取り組みも実際に動いてきてるという状況でございます。 

 20 ページ目が本日ご議論いただくところの取り組みの方向性でございます。１つ目の黒

丸につきましては、2030 年の導入目標につきまして、これまでも大量導入小委におきまし

て、経産省をはじめとして各省の取り組みに具体的にご議論いただいているところでござ

いますが、しっかりとＰＤＣＡサイクルを回し、フォローアップ、早期の具体化を図って

いくということでございます。※で書かせていただいていますが、先ほど申し上げたとお

り、ＦＩＴ・ＦＩＰ以外の太陽光の導入なども進んできているという中にありまして、Ｆ

ＩＴ・ＦＩＰ制度によらない案件の導入状況のフォローアップ、把握ということも必要で

はないかということでございます。 

 ２つ目の黒丸でございますけれども、地域と共生というところが再エネの導入に非常に

鍵になって、大前提になってきているという状況におきまして、屋根設置や、需要家と連

携する形の導入拡大といったところが非常に大きなポイントになってきていると考えてご

ざいます。こうした動きを促進するために、今年度からＦＩＴ・ＦＩＰ制度におけます入

札免除などの措置を設けているところではございますけれども、2030 年の導入目標の実現

に向けて、さらなる導入加速が必要ではないかということでございます。こうしたことか

ら、設置の形態、屋根設置とか、そういったことの形態に応じまして、めりはりを付けて

さらなる導入促進策を図ることが重要ではないかと考えてございます。 

 同時に、３つ目の黒丸ですけれども、足下のパネルなどの資機材の高騰などもございま

して、こうした状況も検証した上でございますが、国民負担の抑制と再エネの自立化に向
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けて、さらなるコスト低減を促していくということも引き続き重要だと考えてございます。 

 こうしたことの観点を踏まえながら、調達価格等算定委員会におきましても、価格政策

の在り方について検討いただくこととしてはどうかといったことでございます。 

 最後の黒丸でございますけれども、適地が限られている中で、次世代型太陽光として、

例えばペロブスカイトなどの開発も重要だということでございます。特に実証、実用化に

向けまして、国際標準化、また建築物等での導入に係る制約への対応、生産体制の強化な

どの環境整備などにつきまして、スピード感をもって支援していくべきじゃないかといっ

たことが論点としてございます。 

 続きまして 21ページ目以降でございます。需給に応じた再エネ供給と既存再エネの最大

限の活用でございます。22 ページ目をご覧いただきますと、前回までこれまでのご議論、

４月以降、既存再エネの在り方といたしまして、主要電源化を目指す中で、需給に応じた

再エネの供給ということ、また既に確保している適地の中での再エネの最大限の活用とい

うところにつきましてご議論をいただいているところでございます。 

 具体的には蓄電池併設の促進という観点から、ＦＩＰ移行した場合の蓄電池設置の取り

扱いという観点ですとか、また適地を最大限活用するという観点からの追加投資、再投資

といったところの手段を踏まえた再エネの長期電源化といった論点につきまして、ご議論

いただいたところでございます。 

 こうした取り組みにつきましては、ビジネス、民間での取り組みということをしっかり

と前提としながらも、さらに加速化させていくということ、また、そうしたことの中で、

適切な事業環境整備の在り方についても検討していく必要があると考えてございます。本

日につきましては、こちら具体的な事業環境整備の在り方につきましてご議論いただきた

いと考えているところでございます。 

 資料 23ページ目が少し模式的に示したものでございます。一番左側が方向性でございま

す。先ほど申し上げた２つの大きなテーマ、需給に応じた再エネの供給というところ、ま

た既存再エネの最大限の活用というところでございます。こうした目的に向けまして進め

るべき取り組みといたしまして４つ掲げてございます。 

 １つが需給に応じたという観点からは、蓄電池の併設の促進ということ、また小規模案

件の集約化というところで、小規模案件が容量ベースで約４割、またこうした小規模案件

10～50ｋＷの容量のうち、６割が個人所有というところにつきましては、前回の大量小委

でもご説明してございますけれども、こうした小規模案件の集約化ということ。 

 また、既存再エネの最大限の活用という観点からは、長期電源化を目指した必要な投資、

またマッチングなどを促すための情報提供の充実といったところが具体的な取り組みとし

て必要だと考えてございます。 

 こうした中で、対応方針といたしまして、３列目をご覧いただきますと、蓄電池の系統

電気の充電の引き込みにつきましては、６月７日にご議論いただいたところでございます。

本日ご議論いただきたい主なテーマといたしましては４つ、１つ目が蓄電池事後設置ルー
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ルの見直しによるＦＩＰ移行の推進、２つ目が低圧太陽光につきまして集約を目指したＦ

ＩＰの対象化、３つ目が太陽電池出力増加時におきます現行ルールの見直しにつきまして、

また最後、マッチング支援や事業モデルの紹介ということで、情報提供の充実という観点

からの論点でございます。 

 こうしたことによりまして、ビジネスベースによる取り組みというところで、民間にお

けます集約化ですとか、官民ファンドとの連携というところ、また民間資金による調達、

そして民間でのさまざまな取り組みの拡大といったところが期待されるということでござ

います。 

 まず初めに、24 ページ目でございますけれども、大きく４つ先ほど申しましたが、１つ

目、蓄電池併設の促進につきましてご議論いただければと思ってございます。 

 資料の 25ページ目をご覧いただければと思います。現行のＦＩＴ制度におきましては、

現行ルール、３つ目の黒丸に書いてございますけれども、現行のルールでは蓄電池を併設

いたしますと、過積載部分の供出というところがございますので、事後的な国民負担が増

加するといった懸念もあることから、蓄電池の事後的な設置につきましては、最新価格へ

の変更事由というふうになっているところでございます。 

 具体的には 27ページ目をご覧いただきますと、認定後蓄電池併設する場合には、ＰＣＳ

よりＰＶ側、太陽電池側に設置する場合には、全体を最新価格に変更するというような現

行のルールということでございます。これにつきまして、これまでもご議論をしていただ

いているところでございますが、28 ページ目ご覧いただきまして、ＦＩＴからＦＩＰ移行

案件の事後的な蓄電池設置時の価格変更につきましての案でございます。 

 １つ目の黒丸でございますけれども、先ほど申し述べたとおり、蓄電池を事後的に設置

した場合ですが、供給タイミングのシフトが可能になるということ、また他方で、これま

で逆潮していなかった再エネ電気につきまして、過去の価格を基準といたしましたプレミ

アム交付するということになりますので、国民負担の増大につながる懸念があるというこ

とについて、十分に留意する必要があるということにつきましては、これまでもこの大量

小委でもご議論いただいているところでございます。 

 こうした観点から、国民負担の増大を抑止しながら、かつ蓄電池の活用を促すというこ

とにつきまして、具体的にはＦＩＰ移行の案件につきまして、事後的にＰＣＳよりも太陽

電池側に蓄電池を併設、設置した際に、太陽電池の出力がＰＣＳの出力を上回っている場

合には、発電設備の出力、すなわちＰＣＳの出力と過積載部分の太陽電池の出力でござい

ますけれども、と基準価格（蓄電池設置前価格と十分に低い価格）の加重平均値に価格変

更するという方向で、今年度の価格算定委でご議論いただいたらどうかというものでござ

います。 

 具体的には右下に山が２つ書いてございますけれども、ＰＣＳの容量の下のところに赤

い蓄電池設置前の価格が適用されるところと、あと過積載部分のところにつきましては、

十分に低い価格というところが適用されるものとしてオレンジ色を掲げてございます。こ
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れを加重平均いたしますと、下に計算式を掲げてございますけれども、全体として 120ｋ

Ｗの出力に対しまして、もともとの認定の出力であります 100ｋＷについては、もともと

の設置前、蓄電池設置前の価格が適用されると。 

 他方で、20ｋＷ部分の過積載部分につきましては、最新の価格を適用するということで、

こうした価格を適用する中で、ＦＩＰ制度に移行しながらもしっかりと蓄電池併設の投資

を促していくことは可能ではないか。特にこのお昼の時間帯前後につきましては、根っこ

から蓄電池にためて、夕方に放電、売電していただくといった取り組み、そういったこと

が期待されるということで、このような国民の負担の増大も抑止しながら、蓄電池の活用

を促すという観点から、このような案が一つあるのではないかというふうに考えていると

ころでございます。 

 次の資料、29 ページ目でございますが、ご参考まででございますけれども、過積載を行

っている場合におきまして、どのくらいピークカットされているのかということでござい

ます。蓄電池併設によりましてどれだけｋＷｈが引き出されるかということとも同義でご

ざいますけれども、右側の表でございますが、積載率が 150％の場合に 1.6％ということで

ございますので、こうした中で蓄電池併設によって、よりお昼前後の時間帯におきまして、

根っこから蓄電池にためて、夕方などに放出するといったことが基本的には想定されるん

じゃないかというふうに考えているところでございます。 

 続きまして２つ目の論点、小規模案件の集約化でございます。資料につきましては 31ペ

ージ目、ご覧いただければと思います。ＦＩＰ対象の見直しの方向性というところでござ

いますけれども、現在のＦＩＰ制度につきまして、対象区分につきましては、取引が非常

に増えるといったことなどの観点もございまして、移行、新規ともに 50ｋＷ以上というと

ころが認められているところでございます。また、運用状況を見極めながら範囲拡大を検

討というところになっているところでございます。 

 次の黒丸ですけれども、10～50ｋＷの低圧の太陽光発電設備につきましては、途中で申

し上げましたとおり、容量の約４割を占めていて、そのうちの６割が個人消費という観点

でございますので、こういう中で一層の長期電源化ですとか、市場統合を目指していくと

いう必要性がある中で、こういう中でも一定の条件を求めながら、この低圧太陽光発電設

備につきましても、新規・既認定を含めまして、ＦＩＴ制度に加えましてＦＩＰ制度の選

択可能性をご議論いただいてはどうかと考えているところでございます。 

 具体的には、低圧の取引方法に関する混乱が生じないというところには引き続き留意す

る必要があると考えられますので、例えばということで、幾つかの要件が適用される場合

には、このような選択を認めてはどうかということの案でございます。 

 １つ目は、相対契約におきまして、実際に直接の供給先が電気事業法上の届け出をして

いるアグリゲーターですとか、電気事業法上の登録をいただいている小売電気事業者の

方々である場合などが中心ではないかということ。また２つ目は、再エネ事業者の方々で

すけれども、保有する認定発電設備の出力合計値が、例えば１ＭＷなど一定規模以上であ
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る場合などが考えられるんじゃないかということでございます。 

 また、低圧の場合でございますので、先ほどＦＩＴ制度につきましては追加する要件が

適用されているということでございますので、仮にＦＩＰ制度を選択する場合にも、こう

した案件に対する、地域に対する在り方についても再検討ということが必要ではないかな

ということでございます。 

 続きまして資料は少し飛びます。35 ページ目以降でございます。追加投資・再投資のと

ころでございます。資料 36ページ目、ご覧いただければと思います。太陽光発電設備のパ

ネルの張り替え・増設といたしまして、既存の再エネの最大限有効活用という観点でござ

います。 

 ２つ目の黒丸に書いてございますとおり、国民負担の増大という観点から、仮に太陽電

池の出力が増加するという場合においては、設備全体の調達価格・基準価格が最新価格に

変更されるというのが現行のルールでございます。具体的には括弧の中に書いてございま

すが、増出力分が３ｋＷもしくは３％を超える場合には最新価格に適用されるということ

でございます。その範囲内であれば例外的に許容されるという形のルールになっていると

いうところでございます。 

 下に 36ページ目、パネルの張り替えなどでございますけれども、例えばパネルにつきま

しては、やはり 20年間の長期にわたる運用の中で一部破損や故障といったところが見られ

るところでございますが、これを最新のパネルに張り替えますと、先ほど３ｋＷなどの要

件に該当してしまうということもあって、なかなか投資がやりにくいといったことも指摘

をされているところでございます。 

 具体的にこうした管理不全のものがどの程度あるのかということにつきましては、資料、

少し飛びますが 38 ページ目ご覧いただければと思います。38 ページ目をご覧いただきま

すと、事業用の太陽光発電設備のうち、過去、ヒストリカルデータを見まして、前年比で

１割以上設備利用率が低下したことがある案件につきましては、全体の 13.3％を占めてい

るということでございます。 

 右側を見ていただきますと、ギザギザの線グラフがありますけれども、こうした日射量、

当然変動いたしますので、地域ごとに見ていただいても、やはり上下１割ぐらいここにつ

いては変動し得る可能性があるということですが、１割を超えるというところについては、

日射量変動以外の理由が想定されるんじゃないかということでございます。実に 13.3％な

ど、こうしたものについては１割以上の設備利用率が低下しているという、こうした状況

もございます。 

 こうした中で、しっかりとパネルにつきまして、張り替えて最新のものにしていくとい

うことが重要でございまして、また、最新のパネルに張り替えますと、39 ページ目、これ

は以前に大量小委でご紹介いたしましたが、この 10年間でも設備の変換効率が上がってき

ているというところで、足下より５％ぐらい上昇しているということで、これは同じ面積

当たりで申しますと、２割から３割ぐらい発電量が増えるというところでございますので、
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こうした中で、現行のルールをどのように考えていくのかというところが重要になってき

ているということでございます。 

 40 ページ目は、規模別の設備利用率の推移というところでございますけれども、新しい

設置年の認定案件ほど設備利用率は高い傾向にあるということで、これは一つには過積載

ということもございまして、また、大規模案件などにつきましては、当然しっかりと適切

な管理がされているということも考えられるというところでございます。 

 こうした中で、現行のルールをどのような形で考えていくべきなのかということについ

て、資料の 41ページ目、ご覧いただければと思います。パネルの張り替えや増設というと

ころで、既存の張り替えに加えまして、設備の中に、今のエリアの中に、発電所の中にス

ペースがあれば増設も可能であるということで増設も入れてございますけれども、こうし

たパネルの張り替えや増設を促進するために、現行のルールでは太陽電池の増出力部分が

３ｋＷもしくは３％を超えた場合には最新価格に適用になってしまうということでござい

ますけれども、当然でございますけれども、国民負担の増大を抑止しながらパネルの張り

替えや増設などを促すような現行ルールの見直しをしてはどうかというものでございます。 

 具体的にはということで、２つ目の黒丸でございます。具体的には張り替えや増設をす

る際に、認定出力のうち当初の設備相当分につきましては価格を維持しながら、増出力部

分相当については、十分に低い価格を適用する方向で、調達価格等算定委員会でご議論い

ただいてはどうかというものでございます。また、張り替えや増設後の設備も含めて当初

設備の調達期間などを維持することが原則かなと考えてございます。 

 ただ、こうした張り替えの増設時におきましては、関係法令の遵守を再確認するという

ことに加えまして、新しく設置したパネルも含めて適切な廃棄費用の積み立てを担保する

ということも重要ではないかということでございます。具体的な価格の当てはめにつきま

しては、下にイメージ図を描いてございます。張り替えもしくは増設によります増出力と

いうところが左側に描いてございますとおり、いずれも 100ｋＷのものが 120 になってい

るというものでございます。 

 こうした当初設置されていたパネル出力が 100 だということでございますので、張り替

えや増設というところで 20ｋＷ増えるというところでございますので、当初の設備分が

100 というところで、そこについては当初の価格を適用し、右側の算定式によりますと、

100 のところには 20 円と、また増出力部分 20ｋＷ部分については 10 円というところの最

新価格、これは最新価格に、ご案内のとおりでございますけれども、買取費用におきまし

ては、系統接続費用なども込みでございますので、こういったものについては、増出力に

ついては不要ではないかということで、最新の価格以下ということが想定されるんじゃな

いかということで※を書かせていただいてございます。 

 こうした全体の出力を加重平均いたしまして価格を算定してはどうかというものでござ

います。 

 42 ページ目、ご覧いただきますと、先ほど申し上げたとおり、こうしたパネルの張り替
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えといったことなどにつきましては、再エネの導入量の増加にもつながるんじゃないかと

いうことで、設備全体の長期電源化にも当然貢献するだろうということでございます。た

だ、重ねてではございますけれども、張り替えや増設というのは、既存設備の土地や系統

を活用しているということで、新たな土地造成とか系統投資は不要ということでございま

すので、張り替えや増設に伴う設備の支援期間というのも当然、既存設備の調達期間内で

はないかというふうに考えているところでございます。 

 続きまして 43 ページ目、情報提供の充実というものでございます。44 ページ目でござ

いますが、情報提供・マッチングの促進というところで、民間のさまざまなニーズを実際

に連携できていく、していくことが重要だというふうに考えてございます。具体的にはさ

まざまな情報発信を政府の側からもしていくということが重要ではないかと考えてござい

ます。 

 １つには、さまざまな太陽光発電を活用した取り組みということについて、蓄電池、Ｅ

Ｖ等の連携などにつきまして、情報発信をさらにしていくということと同時に、認定事業

者に関する情報提供につきまして、当然、個社情報ということに十分留意しながら、情報

提供の充実化を検討するということと、それを踏まえたマッチングを促進していくといっ

た取り組みが必要ではないかと考えているところでございます。 

 民間のさまざまな取り組みも進展をしてきてございます。45 ページ目は既にご紹介して

ございますので、46 ページ目についてご説明をさせていただきたいと思います。民間にお

けます取り組みといたしまして、低圧太陽光の集約化というところでございますけれども、

低圧太陽光の集約化というところで、下の模式図をもう書いてございますけれども、ＦＩ

Ｔ期間終了後の低圧太陽光などを集約するといったような具体的な取り組みが進められて

おります。地域の銀行さんと連携しながら、地域における低圧太陽光を集約する仕組みを

試験的に導入していっているということでございます。 

 その際に、追加投資やメンテナンスをしっかりやるということで、既設の太陽光の実際

には発電できる値と実績値の乖離を分析いたしまして、どれだけその発電所の性能を回復

できるかということについて検証した上で、その中でしっかりと経済性も含めて具体的に

向上させていくといった取り組みをされているというものでございます。 

 こうした中で、さまざまな取り組みをやっていく必要があるということでございますが、

最後に 49ページ目、ご覧いただければと思いますが、この秋にも、環境省さんの改正温対

法に基づきまして措置されております株式会社脱炭素化支援機構が設立される見込みでご

ざいます。こうした中でさまざまなリスクマネー供給というところでは活用されるという

ことでございますけれども、当然、入札など、競争条件への影響ということについては、

最大限留意するということが大前提でございますが、その中で新規支援への支援というこ

とをどこまで行えるかといったこと、また、併せて先ほど来ご議論いただいてございます

集約化ですとか、長期電源化を促していくという観点からも、こうしたことの連携という

ことが非常に重要になってくるんじゃないかと考えているところでございます。 
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 以上、資料１でございまして、続きまして、参考資料の１につきまして簡単にご説明を

申し上げたいと思います。前回の大量導入小委におきましても、検討会におけます、再エ

ネの適正な導入化の在り方に関する検討会の議論の状況ということをご紹介させていただ

きました。去る１月 28 日におきまして取りまとめが行われまして、現在８月 30 日までパ

ブコメを実施しているところでございます。 

 基本的な考え方につきましては、前回この大量小委でもご紹介させていただきましたけ

れども、土地の開発前から廃棄・廃止、また共通的な段階ということで４つの事業実施段

階を踏まえながらご議論いただいているところでございます。各段階の取り組みのポイン

トにつきましてご紹介をさせていただきたいと思います。 

 まず１つ目、土地開発前段階の主な対応というところでございます。課題につきまして

は、前回ご紹介させていただきましたので割愛させていただきまして、速やかに対応する

ものとして左側のボックスに書いてございますけれども、太陽光発電設備の特性と踏まえ

た開発許可に当たりまして、考慮すべき事項などについては、関係省庁で横串で整理をし、

関係法令の基準・運用へ反映していくという流れ。 

 また、右側でございますが、これは法改正を含めた制度的措置を検討ということでござ

いますけれども、森林法ですとか盛土規制法などの規制対象エリアの案件につきましては、

関係法令の許認可取得を再エネ特措法の申請要件にするといった手続き厳格化を検討して

はどうかということ。 

 また、２つ目の矢羽根に書いてございますが、電事法におけます工事計画届出時に関係

法令の遵守状況を確認するということ、こういう中で許認可未取得での売電開始を防止し

ていくということなどが検討の具体的内容として盛り込まれているところでございます。 

 ２つ目の項目、土地開発から運転開始・運転中の主な対応でございます。速やかに対応

するものといたしましては、電事法に基づきまして、災害リスクが高い設備への優先的か

つ機動的な立入検査を実施していくということ。右側でございますけれども、法改正を含

めた制度的対応の検討でございますけれども、その違反状況の早期解消を促すという観点

からは、関係法令の違反状態での売電収入（ＦＩＴ・ＦＩＰ交付金）といったところにつ

いて、支払われるのはおかしいということでございますので、こうした交付金の交付の留

保といったような再エネ特措法における新しい仕組みを検討してはどうかということなど

が盛り込まれているところでございます。 

 次のスライドでございます。３つ目の段階といたしまして、廃止・廃棄の段階の主な対

応ということでございます。左側のボックスでございますけれども、この７月から廃棄費

用の外部積立てを開始しているところで、これは大量小委でもご議論いただいたものでご

ざいます。こうした外部積立てをしっかりやっていくということと、リユース、リサイク

ルなどのガイドラインですとか、また廃棄物処理法の関連する法律・制度等に基づいて適

切に対応していくといった、こうした連携を制度的にしていくということ。また、事業者

による放置等があった場合には、廃棄等積立金の活用が可能ということでございます。 
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 右側でございますけれども、制度的対応というところで、まさに事業廃止から使用済太

陽光パネルを撤去するまでの関係法令・制度間の連携強化をどういう形でさらに見ていく

のかといったところ、いろんなケースがございますので、こういったことをしっかりと検

討していくということ。また、2030 年代半ば以降の使用済太陽光パネルの大量廃棄を見据

えて、リサイクルを促進・円滑化するための支援策、制度的対応ということも含めて検討

していく必要があるということでございます。 

 最後、横断的事項といたしまして左側、速やかに対応するものといたしまして、地域と

の合意形成におきまして説明会、住民説明会など開催してございますが、そこでの説明項

目ですとか、どういった人たちに周知すればいいのかといった周知対象などについて整理

をしていくということ、これをしっかりとガイドラインで位置付けていくということ。ま

た、新規の導入の際ではなくて、転売の場合にも同じように努力義務をしっかりと課して

いくということでございます。 

 ただ、こうした努力義務に限らず、法改正を含めた制度的対応といたしましては、再エ

ネ特措法の認定に当たりましては、説明会の開催など、地域への事前周知をこれ義務化と

してはどうかということ。また併せて転売の際にも同様に事前周知を義務にしていくとい

うことを検討してはどうかといった内容。また、関係法令を違反している場合には、転売

の変更申請は認定を不可としてはどうかといった内容。また３つ目の矢羽根でございます

けれども、適切な事業実施を担保するために、再エネ特措法の認定事業者の責任の明確化

というところを、責任の範囲の明確化をしてはどうかといったところなどが盛り込まれて

いるところでございます。 

 こうした内容を現時点で報告書につきましてパブコメをさせていただきまして、８月 30

日までのパブコメというふうに申し上げましたが、これを踏まえて正式に最終的にはセッ

トされるという方向でございます。 

 最後に参考資料の３でございます。荻本委員からご意見を頂戴してございますので、ご

紹介をさせていただきます。１ポツのところをまずご紹介させていただきますが、資料の

１についてというところで、「再エネ設備情報の一元管理：設備台帳」というところでご

ざいます。ＦＩＴの開始以降の再生可能エネルギーの大量導入の下で、設備台帳がなく、

日本として設備の情報の一元管理ができていない。設備台帳がないことは、設備の設置・

系統連系手続き、需給起因に加えノンファーム接続による出力制御などの毎日の運用、設

備維持のための点検・修繕、廃棄管理、技術開発の方向性の検討・運用設備の把握など、

再生可能エネルギーに関して官民で行われている各種の取り組みの効率の低下につながっ

ていると。 

 日本においてもデジタル化が遅れていることは大きな問題と把握され、近年政府を挙げ

た取り組みも行われている中で、エネルギーの主要分野である再エネにおいても一設備の

規模が小さく数が多いことが特徴であり、再エネの導入の推進においては、再エネについ

てデジタル技術を活用するための基礎となる設備台帳の整備が必要であると。 
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 再エネ設備の適正導入・管理の在り方に関する検討会の取りまとめにおきましても、

「速やかに対応するもの」として、法令違反情報等を関係省庁・自治体が相互に共有でき

るように再エネ特措法認定システムを活用した情報の一元管理を行うとのアクションが掲

げられているが、その整備のスケジュールは明らかでなく、諸業務の非効率状態が続いて

いると。設備台帳を最優先の事項として期限を切って実現していただきたい。 

 設備に背番号を付けることで、マイナンバーカードと同様に、それを活用したさまざま

なサービス、取り組みの効率化が実現すると考えているといったご意見を頂戴していると

ころでございます。 

 事務局からは以上でございます。 

○山地委員長 

 ご説明どうもありがとうございました。それでは、今、説明いただいた資料１、再エネ

の大量導入に関するものですけれど、これに関して質疑応答および自由討議の時間とした

いと思います。毎回やっておりますけれども、発言ご希望の方はチャットボックスに意思

表示のご記入をしていただければと思います。また、これも毎回申し上げておりますけれ

ど、ご発言は要件を絞って簡潔にお願いしたいと思います。それではチャットボックスに

ご記入いただければと思います。今見たところではまだご意見ご希望がございませんが。 

 長山委員、ご発言ご希望ですね。その辺りで先に、まず長山委員からお願いします。 

○長山委員 

 聞こえますでしょうか。 

○山地委員長 

 はい、大丈夫です。お願いします。 

○長山委員 

 まずはスライド９なんですけれども、地域活用案件はいいと思うんですけども、一番左

のところの 10ｋＷ未満の太陽光の 17円っていうのは、早急にやめるべきだと思いまして。

これは自家消費を増やすために、蓄電池やヒートポンプ、給湯器を組み合わせて、自家消

費を推進することが系統の安定化につながるんではないかというふうに考えております。 

 次にスライド 28～29 なんですけども、まず 28 のほうに行っていただきまして、これは

私の理解は 20 円のＦＩＴを 20 円のＦＩＰに移行させる前提でＤＣ側に事後設置する場合

は、ＦＩＰ基準価格を加重平均して 18.33 円にしてあげるよっていうことだと思うので、

全部 10 円にするよりはかなり進歩だと思うんですが、次の 29 スライドを見ると、ピーク

カット率が 0.1 しかないので、せっかく蓄電池を入れても、0.1 しかためることができな

くて、タイムシフトしてもあまり効果がないので、実際に蓄電池を買ってこれをやる人が

いるのかどうかっていうところで、本当にインセンティブ付けになっているのかっていう

ことが疑問です。従って、ビークカット率で100対20じゃなくて、100対0.1にするとか、

こういったようなことが必要なのではないかなと思いました。 

 あと、スライド 33に行きまして、これはＦＩＴからＦＩＰ拡大には非常に賛成で、全て
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の太陽光、風力が、市場メカニズムが生き残る形にするべきであるということで、後の議

論の三次調整力２に係りますが、一般送配電に非常に大きな影響を与えてますので、なる

べくＦＩＴはもうやめていくという方向にしたほうがいいと思います。 

 最後にスライド 46ページに行きまして、ヒラソル・エナジーさんのところなんですが、

これはヒラソル・エナジーさんの東大の事務所も何回か訪問したことありまして、非常に

優れたビジネスモデルと思うんですが、この下に書いてある図の独自ＤＸツールっていう

のは、これはスマートメーター、遠隔でスマートメーターを利用したことによって、現地

にバーや通信機が不要な監視システムっていうことで、非常に初期コストですとか運営コ

ストを安くしてるんですね。非常に優れたビジネスモデルであるというふうに思っており

ます。 

 あと、下のほうの追加投資・Ｏ＆Ｍっていうのも、壊れたら新しいパネルを海外から買

ってきて買うっていうことじゃなくて、現状のものをなるべくうまく使うっていうことで、

これもまた新しいビジネスモデルだと思ってますので、非常に評価したいと思います。 

 最後に、参考資料の１のところなんですけれども、これもパブコメっていうことなんで

すけども、林地開発許可を取得しないとＦＩＰ申請ができないっていうのが真ん中の右側

のところに書いてあるんですけど、これＦＩＰ申請の関連でいいますと、事業者さんでＦ

ＩＰの価格が分かってから林地開発コストを含めたいろんな環境アセスとか、いろんな調

査をすると思うんですけども、現時点でＦＩＰの価格がこれまで分かってない中で、先に

この林地開発をしないとＦＩＰ申請ができないっていうのは、新規投資を妨げるというよ

うな所以があるんではないかと。 

 また、林地開発してからＦＩＰ申請ですと、３年半ぐらい申請、遅れていくことなんで、

ＦＩＰ申請っていう観点から見ると、この林地開発許可を取ってからっていうのは、ちょ

っとディスインセンティブになってるんじゃないかというふうに思います。以上です。 

○山地委員長 

 どうもありがとうございます。後でまとめて事務局から対応していただきたいとは思っ

てますけど。 

 蓄電池のところだけちょっと私の意見を言っとくと、単に出力制御がなくなるってだけ

じゃなくて、ＦＩＰの下での蓄電池の活用なので、より価値の高い時間帯で電気を逆潮す

るってことは可能になるんではないかと思ってます。 

 オブザーバーの方含めてご発言ご希望だいぶ増えてますけど、まずは委員を優先で進め

たいと思っております。江崎委員、お願いします。 

○江崎委員 

 どうもありがとうございます。私は長山委員のご意見に賛成するところとしてはやっぱ

りＦＩＴからＦＩＰになるということと大変賛成ですし、それから蓄電池の話に関しては、

これ後半のほうで発言させていただきますけども、発電側だけではなくて、需要側という

ところが非常に重要かなと思います。 
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 で、まず１点目です。次世代の太陽光電池の開発に関しては、過去の液晶パネルとか太

陽光パネルで起こったような、産業界をスポイルしないような形での次世代の太陽光電池

の開発とその市場導入というのを慎重に、過去の失敗を、あえて言うと失敗を参考にして

しっかりやらなきゃいけないんじゃないかなというふうに思います。 

 それから、蓄電池とか太陽光パネルの、これ新規のものですけども、リサイクルという

ようなところも、今日の資料の中でも出てきてましたけれども、そういうところの研究開

発というのも非常に重要ではないかと思われますし、特にＥＶの主電池というのは、非常

にハイパワーが放り出すような設計になっていて、リサイクルしたときに、いわゆる蓄電

池、ちょっと瞬発力がないような、必要でないようなところでの再利用というのは可能性

が既に認識されているということだと思いますので、こちらに関しても少ししっかりした

研究開発、デプロイメントが必要ではないかということかと思います。 

 それから、前回も申し上げましたけれども、太陽光パネルだけではなくて、本当に発電

側でコストがかかっているのは他の装置だったり、例えばＰＣＳみたいな装置だったり、

あるいは作業コストだったりっていうところだと認識されているわけですので、そちらの

ほうの研究開発、あるいはそちらへの投資というのは非常に重要ではないかというふうに

思います。 

 それから２点目は、46 ページ、それから 38 ページのところで書かれていました、パネ

ルの再利用とか再生みたいなお話というのは、既に大量導入を行われている海外での展開

できるような可能性を秘めているものとして、非常に検討するか、戦略的な市場導入とい

うのを考える価値があるんではないかなというふうに思いました。46 ページとか、それか

ら 38ページで書かれていたような、実は最初から動いていなかった、ちゃんと動いていな

かった、あるいは途中から動かなくなったものっていうのをどうやって再生するかという

のは、非常にＳＤＧも含めて価値があるお話だと思います。 

 それから最後、荻本委員からの設備台帳が必要だということに関しては賛同いたします

けれども、加えて必要なことは、これはやっぱりオンライン前提でちゃんと作って、倉庫

にしまわれた台帳ではなくて、アクセス可能にしてダッシュボード化するということを行

う必要があるんじゃないかなというふうに思います。 

 さらに、太陽光を含めた再生可能エネルギーのデプロイメント、新開発、新設置を考え

た場合には、台帳に加えて土地、それから建物に対するデジタルツインの情報の作成とか

整備が極めて重要だろうというふうに考えられます。誰が持ってるのか、どういう状況な

のかっていうのが必要だろうと。従って、再エネ設備の台帳に加えて、土地・建物に関す

るデジタルツインの整備が必要だろうと。これはエネルギー政策だけではなくて、いわゆ

るデジタル田園都市構想でもデジタルツインが必要であるというふうな認識でありますの

で、そういうデータ基盤をエネルギー政策からも進めるというような形で、連携しながら

推進・促進するべきではないかというふうに考えます。以上でございます。 

○山地委員長 
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 どうもありがとうございました。では続きまして、松本委員、お願いします。 

○松本委員 

 ありがとうございます。事務局におかれましては、再エネ最大限活用の方向性を示して

いただきまして、ありがとうございます。３点コメントいたします。 

 まず 16ページの需要家主導による再エネ導入の促進についてコメントいたします。既設

案件のＦＩＴからＦＩＰへの移行については、地域新電力の多くはＦＩＴ電源を仕入れて

いることが多いですが、電力市場価格の高騰で経営危機に陥っていることが伝えられてお

ります。 

 地域電力の調達電源として、当該地域のＦＩＴ電源をＦＩＰ化して調節すれば、相対調

達が可能となり、市場価格の調達リスクを一定回避することができるようになるのではな

いでしょうか。 

 次に、19 ページのペロブスカイト対応電池についてコメントいたします。空港、鉄道、

ホーム屋根、車両屋根、高速道路、高架壁面、防音壁、物流倉庫など、国土交通省関連の

さまざまな実証事業が早い段階で開発できそうだと、開始できそうだということを開発し

ている企業様から聞いております。また、ビルの壁面などの建築物、ソーラーシェアリン

グなどの農業、地上から 19キロ程度の成層圏にペロブスカイト対応電池を搭載した無人電

動航空機を飛ばして、通信中継基地にするなど、風水害、地震にも強いレジリエントな通

信システムの構築なども考えられているそうです。これは人工衛星より圧倒的に低コスト

だと聞いております。 

 一方、研究人材の処遇が大きな課題になっております。日本のペロブスカイト対応電池

の分野は、まだ研究者の数が少ない上に、各国から奪い合いの状況になりつつあります。

日本人の研究者に対して、海外から好待遇のオファーが来ており、優秀な人材が海外流出

しないように適切な処遇、給与水準や任期などを考える必要があるかと思います。これは

経済安全保障にも直結することだと思っております。 

 ペロブスカイト対応電池の研究が本格的に始まってちょうど 10年かと思いますが、大学

などで技術習得した研究者の数はまだまだ少なく、今後、企業などでの開発が進むように

なると、もっと人材不足が深刻になると思われます。基礎研究を進めて人材を育てている

大学にも支援が必要だと思います。 

 最後に５ページに戻りますが、2030年の再エネ電源比率 36～38％の達成に向けては、太

陽光発電、風力発電、バイオマス発電の合計が現状の２倍以上に増加させる必要がありま

す。しかしながら主力となる太陽光発電の導入にはブレーキがかかっている状況ともいえ

ます。このような変則状況を打開するためには、６ページに事務局よりお示しいただいた、

太陽光の導入拡大に向けた取り組みを進めるとともに、日本企業の再エネ導入事業を後押

しする必要があり、大胆な税控除が不可欠ではないでしょうか。これによって企業の内部

留保を呼び込むと同時に、事業性の確保も見通せるので、融資も付きやすくなると思いま

す。以上です。ありがとうございました。 
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○山地委員長 

 ありがとうございました。では、続きまして小野委員、お願いします。 

○小野委員 

 まずスライド９に記載のある、屋根置型ならびに自家消費モデル普及の促進についてで

す。再エネ適地が限られてきており、新規開拓が難しくなる中、自家消費型の再エネを拡

大する必要性は理解しますが、現状のＦＩＴ賦課金の負担の在り方の見直しも併せて検討

すべきではないかと考えます。 

 ご案内のとおり、現状では系統からの購入電力量、ｋＷｈに比例して一律にＦＩＴ賦課

金が課される仕組みとされています。こうした仕組みのまま、再エネの地産地消、屋根置

き型太陽光やＰＰＡの導入拡大などを進めれば、当面の賦課金総額の拡大が予想される中

で、いわば「割り勘での負担者の数が減る」ことになります。結果として製造業をはじめ

とする電力多消費型の需要家や、再エネ設備を設置できない家庭などに賦課金負担が大き

く偏ることを強く懸念しています。ＦＩＴで先行し、同じような課題に直面したドイツの

先行事例なども参考に、その負担の在り方について見直しを検討する必要があるのではな

いかと思います。 

 スライド 20に「調達価格等算定委員会においてもこうした政策の方向性を念頭に、価格

政策の在り方について検討いただくこととしてはどうか」と記載がありますが、ぜひこの

場でも検討をお願いしたいと思います。 

 次に、スライド 42の既設再エネ設備の最大限活用についてですが、既設の再エネ設備に

ついては、多大な国民負担で支えてきたことも踏まえ、国民負担の増大を抑止しつつ、最

大限の活用を図っていく方針を支持したいと思います。 

 こうした観点から、スライド 42に記載があるように、パネルの張り替えや増設について、

早期導入のインセンティブを与えながら、柔軟にＦＩＴ等の制度に取り組んでいくことに

賛成です。なお、その際の支援期間については、国民負担の抑制、再エネの早期市場統合

を図る観点から、事務局提案のとおり、現状どおりとすることを支持します。 

○山地委員長 

 ありがとうございました。では、続いて大石委員、お願いいたします。 

○大石委員 

 ありがとうございます。ご説明ありがとうございました。私からは３点述べたいと思い

ます。まず１点目として、荻本委員からご提案がありました台帳の件です。日本全体とし

て太陽光がどれだけあるかということをしっかり把握するためにも、ぜひ荻本委員が書か

れておりますようにデジタルでの台帳の整備というのをお願いしたいと思います、という

のが１点目です。 

 それから２点目としまして、先ほど松本委員からもお話がありましたけれども、ペロブ

スカイトについて、詳しい状況を今、松本委員からのお話でよく分かったんですけれども、

消費者といいますか、一般市民としても、なかなか屋根置きの太陽光っていうのが重過ぎ
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て付けられない、家の改修が必要であるということで断念している話もよく聞きますので、

このペロブスカイトが今後のさらなる太陽光の導入につながるのではないかというふうに

思っておりまして、既に実証実験といいますか、西日本、ＪＲなどで始まっているという

ことですけれども、これ家庭の中にも組み入れられるといいのかなと思いました。 

 特に東京都が住宅の屋根に太陽光を設置するということ、都として取り組んでおられま

すけれども、この関連も併せて消費者が実際に取り組みやすい内容としていただければあ

りがたいと思いました。 

 それから３点目です。参考資料の１の③の廃止・廃棄段階の主な対応ということで、こ

れ以前からお願いしておりましたが、太陽光パネルに関する廃棄、それからリユース、リ

サイクルということを検討いただいており、大変ありがたいんですが。これと同時に蓄電

池とかパワコンですとか、この太陽光周りで一緒に使っておりますものについての今後の

廃棄、リユース、リサイクルの検討もぜひしていただければありがたいなというふうに思

いました。以上です。 

○山地委員長 

 ありがとうございました。では、続きまして圓尾委員、お願いいたします。 

○圓尾委員 

 ありがとうございます。詳細なご説明をありがとうございました。まず前半のところで、

2030 年の非常に高い導入目標に向けて達成を確実にするために、６ページにあるようない

ろんな施策をしっかりと実行していくことが非常に大切だということで、７ページ、８ペ

ージに示していただいたような途中経過、着実に進めるということを確認、日々していく

ことが非常に大事だと思っています。そういう意味で、少しここで安心したところがあり

ます。 

 ただ１点ちょっと気になるのが、今、電取委のほうでレベニューキャップ、託送料金の

レベニューキャップ制に向けての議論がスタートしていますけれども、その中で各電力会

社が出してこられた再エネ導入目標の数値が、この大量導入小委で議論した 2030年の目標

に比べると、やや低いような感じがしています。懸念するのが、そんなことないと思いま

すけれども、低い省エネ導入の目標を各電力会社が掲げて、それに沿った形での設備投資

をしたことによって、本当はもっと導入促進ができるはずなのに、再エネの投資を待たな

ければいけないとか、そういうネガティブなインパクトが出ることを少し恐れています。 

 従って、例えば７ページにあるような改正温対法で各自治体が促進区域を設けて、導入

目標を掲げて着実に自治体レベルで推進していただくって非常にありがたいことなのです

けれども、やはりこういう計画を作るときには、しっかりと送配電会社とネットワークの

状況なんかを確認する意味も含め、議論していただいて、この辺りにこのぐらいのポテン

シャルがあるのだということをネットワーク会社にもちゃんと理解してもらいながら進め

ることが非常に大事だと思っています。ですから、一つ一つの施策の推進もさることなが

ら、電力会社とのコミュニケーションも密にぜひ取っていただきたいというお願いであり
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ます。 

 それから、後半のところは、事務局のご提案を基本的に支持したいと思います。国民負

担の増大を抑制しなければならないということ、それから追加投資で増強する、再エネを

増強する余地があるのであれば積極的にやっていただきたいということ、それから蓄電池

の導入も進めていただきたいということを、最大公約数のように達成するとすればこのよ

うな形になるかと思っています。 

 少なくとも今の制度だと、下手に増強すると収入が下がってしまうというので、ディス

インセンティブになりかねないような制度だと思います。ここに書いてらっしゃるように、

切り分けて加重平均のような考え方を導入するのが非常に合理的ではないかと思いました。

詳細は算定等委員会で議論されるということなので、そちらでしっかりやっていただきた

いと思います。以上です。 

○山地委員長 

 ありがとうございました。では、続きまして桑原委員、お願いします。 

○桑原委員 

 桑原です。ありがとうございます。事務局の取りまとめをありがとうございます。私は

太陽光パネルの張り替え・増設に関する取り組みに関連してコメントをさせていただきま

す。他の委員の先生方からもコメントございましたけれども、41 ページの張り替え・増設

時の価格の変更の案、それから 42ページの既存設備の調達期間内にするといった点につい

ては、国民負担の増大を抑止しつつ事業者側の取り組みを促すという観点で合理的なもの

のように思い、この方向性に賛同いたします。 

 この張り替え・増設に関して廃棄費用の確保の点、これは 41ページの３ポツ目のところ

に事務局案の中でも検討が必要だということが指摘されているところでございますけれど

も、この張り替えに際して、どの範囲で既存の積立金の使用を認めるのか、それから増設

分の廃棄費用をどう確保するのか、この点しっかり整理をしていただきたいと思います。

特に例えばＦＩＴ期間の終了間際の案件など、外部積立ての制度の利用に限りがあるとす

れば、廃棄費用をどう確保できるのかといったところも懸念されるところでございますの

で、この辺りもしっかり整理が必要だと思います。 

 そして、こういう既存再エネの最大限の活用、それから長期電源化のためのさまざまな

取り組み、これはぜひ進めていただきたいわけですが、一方で、卒ＦＩＴの案件のような

ところで、廃棄費用の点に限らず、どのように事業規律をしっかりかけていくのかという

ところも検討の必要があると思いますので、この辺りもしっかり議論できるようにお願い

したいと思います。以上です。 

○山地委員長 

 ありがとうございました。では続きまして大橋委員、お願いします。 

○大橋委員 

 ありがとうございます。再エネのさらなる導入を促進するに当たって、地域共生を原則
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として考えるという方向性は妥当ではないかと思っています。地域共生とは何かというこ

とですが、これは需要との紐付けの中で再エネの普及拡大を図るということも意味してい

るんだと思います。その点でＦＩＴ・ＦＩＰによらない需要家主導での再エネ拡大という

のは、長期に活用される電源化に向けても有効な方向性だと思います。 

 こうした点で、ＧＸの取り組みをしっかり強化していくことでも再エネ拡大の方策とい

うことが、この話だとつながると思ってます。 

 民間および公的な需要も、先端的な取り組みをファーストムーバーとして引き上げるな

どしながら需要を拡大していくと。こうした中でこれまでの供給者目線での補助の考え方

から脱却をして、真に持続可能な長期電源化に向けての施策の方向性のかじ取りを適正化

していくべきだというふうに思います。 

 最後ですが、参考資料１、２でいただいた検討会での適正管理の在り方の考え方には賛

成ですので、ぜひ需要家の目線でしっかり進めていただければというふうに思ってます。

以上です。ありがとうございます。 

○山地委員長 

 はい、ありがとうございました。では、次に岩船委員、お願いします。 

○岩船委員 

 今回の整理、ありがとうございました。特に後半のほうは、需給に応じた再エネ供給と

既存再エネの最大限の活用ということで、国民負担を増やさないことを前提として、なる

べくＰＶ導入量ですとか、電池の活用を促すような仕組みであると思い、支持したいと思

います。ただ、荻本委員のご提案、あとは江崎委員からもありましたように、全体を管理

していくことが重要で、これから過積載分とか出力増加分の管理とか、そういうものがう

まくできるのか、そのためにはやはりしっかりした管理システムが重要だと思います。た

だ、今でも既に一定の管理はされていると思いますので、それが今どういう状況なのか、

今後どう改善していくか、スケジュール感とともに今後ご説明いただきたいと思いました。 

 あともう一つは、やはりＦＩＴやＦＩＰ外のこれから増えていくＰＰＡ方式なども併せ

て管理していかなくてはいけないので、この辺りは非常に複雑になってくると思います。

当然、デジタル化は必須ですし、できれば国の補助等が入れ込まれた、例えばＰＰＡのよ

うなもの、もちろんそれ以外もあると思うんですけれども、発電量とも紐付くような整理

というのも将来的には必要ではないかと思います。アメリカなどは、比較的そういうデー

タベースがしっかり整理されていると聞いています。その辺りもご検討に含めていただけ

れば、次のフェーズの、三次調整力②の議論のほうにもつながっていくのではないかと思

います。 

 以上です。 

○山地委員長 

 どうもありがとうございました。 

 私が確認できている範囲では、委員からのご発言ご希望は以上ですので、お待たせして
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おります、オブザーバーの皆さんからのご発言に移りたいと思います。 

 まずは、風力発電協会の祓川さん、お願いします。 

○日本風力発電協会 祓川オブザーバー 

 祓川でございます。聞こえますでしょうか。 

○山地委員長 

 はい、大丈夫です。お願いします。 

○日本風力発電協会 祓川オブザーバー 

 本日は事務局から再エネの大量導入に向けてのご説明をいただき、各種具体的な提案等

を含めましてお示しいただきましたことに対して賛同いたします。ただし、事業者目線で

言わせていただきますと、事業者にとっては再エネの導入は非常に重要であるということ

を理解しつつも、採算が取れなければ進みません。導入が拡大できないということになり

ますので、言わずもがなと思いますけれども、蓄電池等の活用等を含めて、採算が取れる

ような各種施策、制度設計にしていただくことをさらに進めていただくことをぜひご検討

いただければと思います。 

 本日、種々のご提言がありますが、内容が太陽光に集中しています。太陽光は再エネの

中で主力電源であると認識しておりますが、再エネの他電源の拡大への取り組みも必要で

あるというふうに考えていますので、政府として、具体策を含めてスピードアップの検討

を進めていただいているところと認識していますが、次回以降にどのような考え方をお持

ちになっているかご説明いただくと、大変ありがたいと思います。 

 今後の導入規模で、太陽光に次ぐ電源となる見込みである風力についてですが、太陽光

の伸びが思ったように進まないことも懸念されますので、陸上風力、洋上風力のエネルギ

ーの導入目標を超える導入への各種施策、政策、制度設計をさらに進めていただくことを

お願いしたいところでございます。特に、洋上風力の中でも、将来的に最も導入量の規模

が見込まれる、浮体式の洋上風力の早期導入、ＥＥＺの活用等を含めまして、ぜひ進めて

いただきたいと思いますので、何とぞよろしくお願い申し上げます。 

 以上です。 

○山地委員長 

 続きまして、地熱協会ですけれども、私の名簿では有木さんになっていますけれども、

後藤さんからご発言ご希望ですね。よろしくお願いします。 

○日本地熱協会 後藤オブザーバー 

 地熱協会の後藤でございます。 

 既存の再エネの最大限の活用について発言させていただきます。 

 本日、太陽光における再投資や追加投資についてご説明をいただきましたけれども、他

の電源種についても事務局のほうでご検討いただきたいというのが要望でございます。Ｆ

ＩＴ制度開始前に運転開始された既設の地熱発電所は約 50万ｋＷの設備容量がありますが、

いずれも運転開始から 25 年以上、中には 50 年が経過している発電所がございます。発電
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所自体は長寿命でございますが、蒸気を取り出す坑井の中には、経年劣化して、新たに補

充井の掘削が必要とされる地点もございます。現行では、既存発電所の補充井掘削に対す

る支援制度はございませんで、投資に慎重な事業者が多いというのが実態でございます。

出力の回復を維持するインセンティブにつながる施策をご検討いただけないかというのが

要望でございます。 

 また、地熱発電所の周辺や、より深い深度での新たな地熱ポテンシャルの発掘というの

が、出力の増加にも結び付く可能性がありますが、調査井掘削などの調査を支援する制度

がありませんので、この点もご検討願えればと思います。これらの支援は、既存の地熱発

電所の活用に効果があると考えておりますので、何とぞよろしくご検討いただけると幸い

でございます。 

 以上でございます。 

○山地委員長 

 ありがとうございました。 

 では、続きまして東京電力パワーグリッドの岡本さん、お願いします。 

○東京電力パワーグリッド 岡本オブザーバー 

 岡本でございます。 

 事務局の資料の取りまとめ、誠にありがとうございます。その中で、蓄電池の併設につ

いてお話がありましたので、コメントさせていただきたいと思います。やはり今後の再エ

ネ大量導入に向けまして、蓄電池の普及拡大というのは非常に重要だと、こういうふうに

思いますけれども、まだコスト高というところで、採算面の課題はあるのかなというふう

に認識しています。 

 そういう意味で、２つありまして、一つは蓄電池が有効に需給ですとかローカル系統の

混雑といったところに機能するよというか、有効に活用されるようにというようなことで

すとか、そういったことに対して、ローカル市場のような取り引きの仕組みを整備して、

市場メカニズムを活用して、有効活用のインセンティブが与えられると、今度それが有効

な場所への設置にもつながっていくのかなというふうに思っておりますので、そういった

仕組みの整備というのをぜひご検討いただきたいと思います。 

 もう一つは、コスト高ということなので、やはり初期段階では、何らか導入促進のため

に、税控除ですとか補助金活用といったことも必要なのではないかなというふうに感じた

わけなんですけれども、その際に、ちょっと留意点といいますか、地域において災害です

とか、あるいは常時シェアできて、再エネの地産地消の促進につながるといったような、

そういったものであるということを条件に、設置者のみならず地域に裨益するといったと

ころ、そういった仕様にしていただくということを条件に助成をするといったような仕掛

けも必要ではないかなというふうに感じましたので、コメントさせていただきました。 

 今申し上げたのは、太陽光に併設される蓄電池に限らず、電気自動車の充放電インフラ

の設置についても同じことが言えるのではないかなというふうに考えましたので、そうい
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ったところもご検討いただければと思います。 

 私からは以上でございます。どうもありがとうございました。 

○山地委員長 

 ありがとうございました。 

 では、続きまして、太陽光発電協会の増川さん、お願いします。 

○太陽光発電協会 増川オブザーバー 

 太陽光発電協会の増川でございます。音声は大丈夫でしょうか。 

○山地委員長 

 はい、大丈夫です。お願いします。 

○太陽光発電協会 増川オブザーバー 

 私のほうからは、28 ページの再エネ大量導入に向けてのＦＩＰ移行案件の事後的な蓄電

池設置時の価格変更について、１点コメントがございます。 

 これは長山先生と重なりますけれども、コメントさせていただきます。 

 この事務局の提案は、国民負担の増大を抑制しながらも、ＦＩＴの認定案件、ＦＩＰへ

の移行ならびに事後的な蓄電池の設置を促すことを狙ったものであり、私どもとしては歓

迎したいというふうに思っています。一方で、蓄電池設置後の価格の算出方法につきまし

ては、28 ページに示されたパワーコンディショナーの出力ｋＷと、過積載の出力ｋＷを按

分して算出するといった、出力をベースとしたものではなく、蓄電池設置によって増加す

る電力量、ｋＷｈをベースとして算出することが合理的だと考えますので、実態を踏まえ

た上で再検討をお願いしたいと思います。 

 具体的にどういうことかと申しますと、29 ページに示されましたとおり、蓄電池の設置

によって増える電力量といたしましては、過積載率 150％でも発電量の 1.7％しかない、こ

れが実態でございます。事業者にとっては、この 1.7％分が収益増となるわけですけれど

も、一方で 28ページに示されました算出例で、価格の変更を計算いたしますと、過積載率

150％の場合は買取価格約 17％まで下がることになります。これは事業者にとっては大き

な収益の減少となるわけです。もちろん、ＦＩＰの場合は、蓄電池の設置によってほかに

収益を増やすことが可能ではあるわけですけれども、蓄電池の設置自体は相当お金がかか

りますので、それを開始するだけでも大変なことでございますので、こういったことも踏

まえまして、この価格の変更の算出法につきましては、実態を踏まえながら再検討をぜひ

お願いしたいと思います。 

 私のほうからは以上でございます。 

○山地委員長 

 続きまして、エネットの谷口さん、お願いします。 

○エネット 谷口オブザーバー 

 需要に応じた再エネ供給と既設再エネの最大限活用ということに向けて、29 ページ以降

で、事後的な蓄電池の設置に対して加重平均とすることや、低圧太陽光のＦＩＰ対象化、
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パネルの増設、張り替えということがご提案されていますが、いずれもわれわれとしても

合理的な提案であり、賛同いたします。我々小売事業者としては、再エネが蓄電池の普及

と併せて系統で活用できるような供給力が増えていくということに期待しますし、併せて

お客さまのニーズに応えるために、グリーン化をより広範に普及できるような取り組みを

進めていきたいと思います。 

 １点、ユーザードリブンアライアンスモデルにおける再エネのさらなる普及を加速する

という観点からは、例えば導入するユーザーが太陽光発電や蓄電池をオフサイトＰＰＡも

含めて導入するといったような際に、当該年度での一括償却等の優遇税制のようなことを

やりますと、またさらにユーザドリブンでの普及促進ということにもつながると思います

ので、検討に加えていただければと思います。 

 以上になります。 

○山地委員長 

 では、続きまして送配電網協議会の平岩さん、お願いいたします。 

○送配電網協議会 平岩オブザーバー 

 送配電網協議会の平岩でございます。 

 私からは、参考資料２の再エネ発電設備の適正な導入および管理のあり方に関する検討

会の提言案について申し上げます。 

 本検討会において、送配電網協議会からの再エネ導入拡大に伴う工事、保全、運用面の

課題として、「事業者都合による工期変更多発に伴う、工事工程や施工力の調整の困難化」、

「昼間帯、昼間での作業停電の困難化と、夜間作業に伴う工事コストの増加」などを提起

させていただきましたが、当該課題を踏まえた提言案を取りまとめいただき感謝申し上げ

ます。今後、再エネの更なる導入拡大のためにも、再エネが普及する現場での事業規律は

益々重要になり、提言案にも記載のとおり、関係行政機関、発電事業者および一般送配電

事業者が連携し、課題解決に向けた取り組みを進める必要があると認識しております。こ

のため、本小委委員会も含め、然るべき場で具体的な議論を進めていただくようお願いい

たします。 

 私からは以上でございます。 

○山地委員長 

 ありがとうございました。 

 チャットボックスを見ている限り、ご発言ご希望は以上のようでございますね。さまざ

まなコメント、また有益なサジェスチョンを頂きまして、ご要望もございました。事務局

のほうで、この場で対応できるところがございましたらお願いしたいんですが、いかがで

しょうか。 

○能村新エネルギー課長 

 事務局でございます。ありがとうございます。 

 長山先生をはじめとして、まず蓄電池の設置に関するところのご指摘を頂いているとこ
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ろでございます。資料で言うと 28 ページ目、29 ページ目のところに、複数の先生からご

指摘を頂いてございます。これはまさにパワコンの出力を超えているところ以上のところ

を引っ張り出すというところも、当然それはそれで使われていない再エネを引っ張り出す

という、社会全体に活用するという観点もございますけれども、より重要なのは、ほかの

複数の先生からもご指摘いただいているとおりでございますけれども、まさに根っこから、

ＦＩＰというところで、ＦＩＰ制度の中では、例えばお昼前後の時間帯のものについては、

このパワコンの容量より上のところだけではなくて、根っこから蓄電池にためて、またそ

れを夕方など需給が厳しい時に放出していただいて、市場売電いただくというところで、

一つはそこで対価を得る機会になってくるということですとか、そういったことも含めて

考えていただくという中では、国民負担の抑制との関係の観点で、このような事務局の提

案をさせていただいているところではございます。 

 また、同時に、前々回この場でもご議論いただいてございますけれども、蓄電池につき

ましては採算性というところがございますので、その中で系統からの電気の引き込みとい

うところで、それをまた併せて卸価格が高い時に放電いただく、売電いただくというとこ

ろなど、併せてさまざまな蓄電池の採算性を経済的に対応できるような方策について、併

せてパッケージで考えているところでございますので、こうした中でこのようなＦＩＴか

らＦＩＰに切り替えていくところで、蓄電池を国民負担等も十分に留意しながらやってい

くところでのご提案というところで、ご理解をいただけるとありがたいなというふうに考

えているところでございます。 

 また、こうした中で、複数の先生から、台帳につきましてのお話もございました。これ

は荻本委員から、参考資料の３でご提案いただいたところでございますが、今後我々も、

ＦＩＴ自体が当然個別の設備ごとにＩＤを付しながら、こういう中でまず我々ができるこ

とといたしましては、こうしたまさに、これは前回、前々回と江崎委員からもご指摘いた

だいているところでございますので、デジタルというところで、自治体で関係法令の指導

をした場合とか、そういった情報もこの設備ＩＤに紐付けて、当該自治体および関係府省

が法令所管令省庁含めて共有できるような、そうしたデジタル上の、その中でこの認定シ

ステムというところを一つの母体にしながら、関係省庁の取り組みが一元的に一つのＩＤ

にひも付きながら対応していくようなことというところをまず根っこにしながら、取り組

みをしっかりと進めていきたいと考えてございますけれども、これも電事法などの届出制

度を含めて、さまざまなものとの接続というものも今後考えていかないといけないという

ことでございますので、まずはデジタル田園都市構想といったご指摘も江崎委員からござ

いましたけれども、デジタルというところと、あとは執行力を実際にどういうふうに高め

ていくのかというところ、ここを含めて、全体最適という観点から、われわれも、ＦＩ

Ｔ・ＦＩＰ制度という同時に大きな制度でございますので、ここのデジタル化というとこ

ろをしっかりと進めていくということを併せてやっていきたいと思っています。 

 また、期限をしっかりと切っていくということが重要だというふうにご指摘いただいて
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いるとおりでございますので、一応この、先ほど申しました適正導入の報告書におきまし

て、速やかに対応するというものにつきましては、年内をめどに具体的なアクションを具

体化していくということでございますので、関係府省含めて具体的な取り組みをしっかり

と積み上げていきたいというふうに考えているところでございます。 

 また、複数の先生から、廃棄などのその後のリサイクルといったところについてもご指

摘を頂いているところでございます。リサイクルにつきましては、太陽光パネル以外にも、

ＥＶ、蓄電池などのリサイクルも当然ありますし、そのほかパワコンなどのリサイクルも

考えていくべきところでございます。そこはまさにご指摘のとおりでございますので、こ

うしたサプライチェーン全体のリサイクルといったことについても含めて、しっかりと関

係府省含めて議論をしていきたいと考えてございます。 

 また、複数の先生から、ペロブスカイト、次世代型の太陽光につきまして、まさに 2012

年、太陽光のパネルというところが、ＦＩＴ制度導入によりまして、非常に安い、大量の

外国製のものが入ってきていると、国内の産業がある意味駄目になってしまったんじゃな

いか、その反省に基づいてしっかりと検討すべきだというご指摘を頂いているところでご

ざいます。 

 そのほか、複数の先生から、このペロブスカイトへの期待というところで、さまざまな

用途というところが考えられるので、しっかりと検討いただきたいというご指摘も頂いて

いるところでございます。まさに我々も、同じ轍を踏まないということをしっかりと前提

にしながら、この日本初の技術でもございますので、これをいかに早く社会実装していく

のかという観点、またそれをしっかりと市場化、また国外の市場を見据えて、どのような

国際連携をしていくのかということにつきまして、当然、特許戦略ですとか、国際標準戦

略、また建築物などさまざまな用途との関係で申しますと、さまざまな需要側の観点とい

うところも非常に重要になってくるということでございますので、こうしたさまざまな制

度との連携も含めて、しっかりと取り組みを進めながら、2012 年の二の舞にならないよう

にというところは、非常に我々としても全くそのとおりでございますので、しっかりと検

討を具体的かつスピーディーにやっていきたいというふうに考えているところでございま

す。 

 また、複数の先生から、管理不全ものですとか、しっかりと取り組みをやっていくこと

が、ある意味ビジネスチャンスにもなるし、ある意味容量を向上させることにもつながる

ということで、また海外にも展開できる価値があるんじゃないかというご指摘も頂いたと

ころでございます。われわれも、限られた適地の中で、既存の再エネを社会全体でフル活

用していくという観点から、この管理不全ものですとか、また今回ご提案させていただい

てございますけれども、既存の再エネにおきます出力を高めるような取り組みということ

については、しっかりと取り組みを今回具体化しながら、さらに進めていきたいというふ

うに考えているところでございます。 

 また、全体を通じて、ＦＩＴからＦＩＰというところ、また広範の議論にもつながって
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きます三次調整②という観点からも、しっかりとＦＩＰへの取り組みを進めていくべきじ

ゃないかというところについては、我々事務局としてもそういった方向性で、民間の投資、

またオブザーバーの方からの、他方で当然事業採算性という観点も重要だというご指摘を

頂いてございますので、まさにそうした事業採算性とＦＩＰ化、市場電源化というところ

をしっかりとバランスを取りながら、引き続き大量小委の場でもご議論をいただければと

いうふうに考えているところでございます。 

 また、小野委員からも、適正な、場所が限られている中でしっかりと再エネの負担のあ

り方について見直し、検討すべきだということでございますので、これはこの大量小委で

も、自己託送のところの話も含めてご議論させていただいているところでございますので、

適正な負担のあり方については不断にこの場でのご議論、またさまざまな場で、大量小委

または価格算定委含めてしっかりと議論を積み上げていきたいというふうに考えていると

ころでございます。 

 また、小野委員から、支援期間などにつきまして、既存のパネルをベースにというとこ

ろのご指摘も頂いているとおりでございますので、事務局としてもそういった考えの中で

しっかりと取り組みを進めていきたいというふうに考えてございます。 

 また、圓尾委員から、各電力会社さんの再エネ導入目標と少しギャップがあるんじゃな

いかということではございましたけれども、当然、我々2030 の目標に向けて、目標自体は

電力会社さん含めて共有されているところでございますし、また別途さまざまなネットワ

ークを作っていく上での目標の積み上げ、また政府全体での計画を作っていくという中に

あり、マスタープランを作っていく中にありましては、2030、そして 2050という中での議

論を進めてございますので、しっかりとこうした連携が取れるように、またネガティブな

要素があるかどうかということで、しっかりと我々も関係部局で議論をしていきたいと考

えてございます。 

 また、そのほか、自治体などとの連携といったところについてもご指摘頂いてございま

すので、しっかりと自治体との連携、また情報発信というところについては、取り組みを、

送配電のネットワークの接続などの状況についてはしっかりと情報提供されるように努め

てまいりたいと考えてございます。 

 あと、桑原委員から、廃棄費用、新しいパネルの張り替えなどについての、事務局への

ご指摘と同時に、廃棄費用についてもしっかりと検討すべきだというご指摘を頂きました。

まさにこのとおりでございまして、増設分ですとか、廃棄、張り替え分のところにつきま

しては、既設のパネルの調達、買取期間の中で、新しく調達したパネルにつきましても積

み立てが終えられるようなそういう形、従ってしっかり外部積み立てにおきまして、新し

いパネルについても廃棄費用が積み立てられるような、そういう形での制度的な検討とい

うところを、まさにご指摘を踏まえてでございますけれども、しっかりと検討を進めてい

きたいというふうに考えてございます。 

 また、卒ＦＩＴや卒ＦＩＰというところについても、事業規律が図られるようにという
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ことで、これはまさに先ほどご紹介させていただきました、再エネの適正導入・管理のあ

り方の検討会の中でも、そうしたところについて幾つか検討を進めているところでござい

ますので、引き続きこうしたことについて具体化をしっかりと取り組んでまいりたいとい

うふうに考えてございます。 

 大橋委員から、最後に需要の目線というところで、ＧＸの取り組みの中でも、こうした

供給サイドのみならず、需要というところの視点でしっかりと取り組みをということで、

その中で地域共生というところと整合的じゃないかというご指摘を頂いてございます。ま

さにわれわれもそういう問題意識の中で、適正な導入という中で言えば、やはり地域のご

理解をいただく中で、大量導入を進めていくというところでございますので、地域、また

需要という観点から、しっかりと施策については、さらにＧＸ、政府全体で年末に向けて

ロードマップ含めて議論いただくということでございますので、我々の再エネの取り組み

につきまして、また大量導入小委の議論も踏まえながら、さらにそうした取り組みを具体

化していければなと思ってございます。 

 岩船委員からも、国民負担を増やさない方向の中での事務局の提案の方向性についての

ご指摘を頂いているところでございますけれども、やはりしっかりとその管理というとこ

ろで、全体として管理をしていくことが大切だというご指摘を頂いてございます。Ｎｏｎ

－ＦＩＴ、Ｎｏｎ－ＦＩＰ含めて、さまざまな形態のものが出てくるという中にあって、

しっかりデジタルというところ、補助金のところも、われわれはしっかり補助金の中で把

握をしているということでございますけれども、Ｎｏｎ－ＦＩＴ、Ｎｏｎ－ＦＩＰといっ

たものが出てくる中で、デジタル化しながら、また送配電の方々のご協力も頂きながら、

こうした管理というところ、もしくは先ほどの台帳というところの文脈も含めて、うまく

接続できるような全体設計、全体最適化に向けた取り組みということを併せてやっていこ

うというふうに考えてございます。なかなかどういう形で進めていくのかというところに

ついては、非常に難題も多いところではございますけれども、引き続き委員の皆さま方の

ご指摘、ご指導いただきながら、取り組みを具体化していければなと思っているところで

ございます。 

 ただ、複数のオブザーバー方々から、太陽光以外の取り組みというところもございまし

たけれども、まず今回、買取含めて、リパワリングなどについて、今、現行認められてい

ない太陽光、他の電力につきましては、ＦＩＴ、ＦＩＰなどにおきまして、買取、リパワ

リングなど、そういったところの支援もあるわけでございます。太陽光はそういったもの

がない中で、今の現時点の中での出力をどう高めていくのか、また長期電源化をどうして

いくのかといった議論から、議論させていただいているところでございます。こうした点

についてはご理解いただけるかなと思ってございます。当然、ほかの電源についても、重

要性は疑うところではございませんので、しっかりとＦＩＴ・ＦＩＰの活用、またさまざ

まな制度的なものについては引き続きしっかりとわれわれとしても検討をさらにしていく

必要があると考えてございます。 
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 あと、エネットの谷口さんから、最後にユーザードリブンアライアンスの取り組みとし

て、オフサイドＰＰＡなどいろんな取り組みがあるということで、ほかの、松本先生含め

て、さまざまな支援が必要じゃないかということで、税制ですとか補助金などということ

もございましたので、これは経産省に限らず、関係省庁の方々ともよく連携しながら、ま

た最後にご紹介させていただきました環境省さんのファンドもこの秋に立ち上がりますの

で、さまざまな政策の方策といったところについては、しっかりと関係府省と連携しなが

ら議論を進めてまいりたいと考えているところでございます。 

 事務局からは以上でございます。 

○山地委員長 

 丁寧にご対応いただきありがとうございました。特に前半議題に関して、追加的な発言

ご希望はチャットボックスを見ている限りないようですので、後半議題に移ってよろしゅ

うございますでしょうかね。 

 それでは、後半の議事に移りたいと思います。まずは事務局から資料２の説明をお願い

いたします。 

○小川電力基盤整備課長 

 電力基盤課長の小川です。 

 それでは、資料２、電力ネットワークの次世代化についてご説明いたします。 

 まずスライド１ですけれども、本日は前回に引き続き、送配電事業に必要な費用回収の

仕組みという点についてご議論いただければと思います。 

 大きく分けて２点でありまして、一つは調整力の調達費用の確保と、少し中期的な視点

からというのがまず前半で、後半は足元の課題であります三次調整力②の調達費用という

ことになります。 

 では、まず前半、スライド５ページをごらんいただければと思います。 

 再エネの導入拡大に不可欠な調整力などの調達費用の負担のあり方ということでありま

す。２つ目のぽつにありますけれども、今後、特に変動再エネの導入拡大に伴って、一般

送配電事業者において、調整力さらには慣性力などが必要となるというところ。注にもあ

りますけれども、この点、欧州では再エネ導入が日本よりも進む中で、新たな調整力、応

答時間が非常に早いもの、あるいは慣性力といったものを調達するという取り組みが始ま

っております。 

 こういった、日本も将来を見据えてということで、電力広域機関においてもどのような

ものが必要になるかという点については、既に検討が始まっているところであります。 

 こういった新しい調整力あるいは慣性力といったもの、まさに再エネの導入拡大に欠か

せないものについての費用負担のあり方についてどのように考えるか。これまでの整理で

言いますと、こういった送配電事業者の本来業務に必要な費用というのは、託送料金で見

るという形で行われてきているところであります。 

 一方で、後半でご議論いただく三次②のようなもの、再エネと直接紐付くような費用に
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ついては、ＦＩＴ賦課金で見るといった取り組みもなされてきているところであります。

こうした中で、将来的なこういった調整力などの費用の導入について、その費用の負担の

あり方をどう考えるのか、また一番下のぽつにありますけれども、その際この地域的な偏

りということについてどのように考えるか。例えばということで言いますと、再エネのポ

テンシャルの大きい北海道において、将来的に再エネが大量に入ってきた場合には、ほか

のエリアよりもこの調整力などがより必要になる可能性は高いという中で、その費用負担、

現行の仕組みで言いますと、託送料金で北海道の託送料金が相対的には上がるということ

ではありますけれども、再エネの導入効果、便益というのを考えた時に、従来の考えのよ

うな基本エリア託送ということでよいかどうかという点、これは特に日本においては送配

電事業者各エリアごとということで、全国 10の送配電事業者があるという点、この点は基

本的に一つの国で一つの送配電事業者という意味での欧州とは事情が異なるというのがあ

ります。こうした中での将来的なエリア格差と言いましょうか、そういった点をどう考え

ていくかということで、幅広い観点からご意見を頂ければと思います。 

 ６ページ目以降は参考であります。広域機関における検討、あるいは７ページ、イギリ

ス、あるいは８ページ、アイルランドにおける状況という形になります。 

 資料後半部分は、三次調整力②ということで、まずは 12スライドをご覧いただければと

思います。 

 振り返りも兼ねてということですが、この三次調整力②というところにつきましては、

昨年来この場でも何度かご議論いただいてきております。これは送配電事業者が再エネの

発電事業者に代わって行っている調整、そのための費用ということではあるんですけれど

も、上から３つ目のぽつにありますけれども、交付額、これは 2021年度、昨年度になりま

すけれども、交付額約 180 億円を実績ベースでは大きく上回ったと。その背景、前回も少

しご議論になりましたけれども、交付金をお決めいただいた時と、ちょっとこのルールと

言いましょうか、この三次調整力②の市場で取り引きされる価格、起動費や固定費も入れ

て取り引きがなされるようになった点、この点が考慮されていなかったという点ですとか、

あるいは世界的な燃料価格の高騰といった状況変化の中で、これだけ大きな差額が出たと

いうのが、これは 2021年度分になります。 

 こういった状況を踏まえまして、本年２月にこの 22年度分をご審議いただき、決定いた

だいたものが、合計約 800 億円ということでありました。ただ、その後のまた状況変化、

エネルギー価格の高騰などを踏まえまして、一番下のぽつにありますけれども、この 22年

度におきましても、大きな差額が出る可能性がある。 

 500億から 600億ぐらい、この 800億円という交付額を上回る可能性があるというのが足

元の状況であります。こうした状況を踏まえまして、今後の三次調整力②の費用に対する

交付のあり方という点についてご議論いただきたいというふうに思っております。 

 まず、22 年度の状況ということで、14 スライドをご覧いただければと思います。22 年

度、今年度も多額の差額が出そうなところではありますけれども、その要因がどこにある
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かというところであります。 

 14 ページ、まず左上のグラフ、その総額が増えるといった時に、量の側面と単価の側面

があります。まず左上、量でありますけれども、青と赤、青が 21年、昨年の４月から７月、

赤が今年度同時期になります。見比べていただきますと、おしなべて昨年度に比べると量

は減っているという点、これは再エネの導入量自体は増えていくわけですけれども、各送

配電事業者の取り組みによって、必要な量というのは少し減るぐらいの感じになっている

というのが、まず量であります。一方で、その左下になりますけれども、単価になります

と、こちらはほとんどが昨年を上回っているというところであります。元々、募集量が減

りますと、基本的に低いものから取るという意味では、単価も押し下げ効果が働くわけで

ありますけれども、全体的なエネルギー価格の高騰などを踏まえて、単価はかなり上がっ

ている。ただ、細かく見ますと、それぞれのエリアによって少し差があるというところで

あります。中には北海道のように下がっているところもあるというところでありまして、

トータルの費用としましては、右下のグラフになりますけれども、全体的に上がっている、

中でも東京中部、関西あるいは九州といったところでは、昨年度よりもかなり増えている

という状況であります。 

 次の 15スライドで見ていただきますと、調整力の電源によって、単価の差が大きいとこ

ろと小さいところがある。右下のグラフにありますけれども、火力のほうはエネルギー価

格の高騰を受けて、全体的に大きく上がっているというところであります。一方で、水力、

揚水といったところにつきましては、基本的には横ばいというところであります。 

 次の 16スライドをごらんいただきますと、エリアによって、調整力、約定電源が大きく

異なると。これがエリアごとの単価の差にも出てきますし、上昇、特に黄色のＬＮＧの比

率が高いエリアにおいては、単価上昇が目立っているということがあります。 

 こうした足元の状況を踏まえて、公金のあり方についてどのように考えるかというのが、

次の 17スライドになります。 

 １つ目のぽつ、２つ目のぽつというのは、この制度についての事実確認というところで

ありまして、一般送配電事業者、再エネ発電事業者に代わりまして、この調整を行ってい

ると。ここの発電事業者ではなくて、送配電事業者がまとめて行うことで、より効率的に

行えるのではないかということで、送配電事業者が行っているところであります。その費

用について、本来であれば適切にその費用が手当てされるべきというところであるわけで

すけれども、上から３つ目のぽつにありますように、2021年度で約 1,000億円、22年度も

500億円を超える差額が生じそうな状況になっているというところであります。 

 こうなりますと、２年連続でこうした大きな多額の差額というのが出てくるという現実

を踏まえますと、やはりこうした差額をそのままにするのではなくて、この分について何

らか手当てをする仕組みというのを入れる必要があるというふうに考えております。 

 特に、送配電事業者が発電事業者に代わって行っているという事業の性格を考えた場合

に、その送配電事業者の安定的な制度の事業運営といった意味でも、この点は必要不可欠
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というふうに考えるところでありまして、具体的な仕組みとしましては、下から２つ目の

ところにありますけれども、見込みと実績の差額については、次年度の交付金のところで

何らか対応をしていくこととしてはどうかというふうに考えております。ただ、一番最後

のぽつにありますけれども、その際の前提としましては、これまで送配電事業者において

行っていただいているような調達量を減らす努力というのを引き続き行うこと、あるいは

情報公開、この三次②というのが調達された調整力、どのように使われているかというと

ころも含めての情報公開というのはしっかり進めていくということが大前提というふうに

考えております。 

○能村新エネルギー課長 

 事務局の能村でございますけれども、資料 22ページ目をご覧いただければと思います。

こうした、今、小川電力基盤整備課長からご指摘いただいたファクトをベースに、今後の

対応というところのスライドでございます。 

 現在、先ほど来ご指摘いただいているとおりで、毎年度、これはちょうど昨年度もこの

大量小委でご議論いただいたわけでございますけれども、現在、毎年度の三次調整力②の

調達費用につきましては、前年度１月時点で直近の 1月から 12月の実績をベースに算定を

してきたというところでございます。こうした中で、三次調整力②というところについて

の見込みと実績の生じた乖離について、次年度の交付金で対応するという考え方の下では、

２つの論点があると考えてございます。一つ目が対応の範囲ということ、またその差額を

実績に生じた乖離というところを、どのような形でそこを対応していくのかといった具体

的な対応方法ということでございます。 

 この２つの論点につきまして、対応の方向性について、次のスライド以降でご説明をさ

せていただきます。 

 23 ページ目をご覧いただきまして、１つ目の論点として、対応の範囲というものでござ

います。23 ページ目１つ目の黒丸ですけれども、三次調整力②というところの調達費用と

いうのは、簡単な数式ですが、調整量と調達単価、量と単価を乗じて算定されるというも

のでございます。このうちのまず１つ目の調達量という観点でございますけれども、まさ

に送配電事業者の方々の取り組みでも増減する余地があるということで、2022 年度、今年

度におきましては、先ほどご説明させていただいたとおり、共同調達等の事業者さまの取

り組みの効果によりまして、１割、２割とか３割といったような、各それぞれのエリアご

とに削減効果が生じているということが確認されているところでございます。ただ、※で

書いてございますとおり、天候の影響とか、予見可能性がない場合もございまして、一般

送配電事業者の方々の努力の外の要素によっても、誤差は変動することがあるということ

は、これは申すまでもないことではございますけれども、ただ全体としては相当 2021年度

比との関係で言うと、相当効果を出していただいているという状況でございます。こうし

た中で、現時点の考え方としては、調達量の増減については次年度に対応する必要はない

んじゃないかというのが１つ目の論点でございます。 
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 一方で、先ほど申しました調達量の単価のところでございますけれども、調達単価につ

きましては、送配電事業者の方々の取り組みとは無関係に応札事業者の売り札の価格によ

って決まるということで、その増減は送配電事業者の方々にそのまま継続させるというこ

とは妥当ではないという考え方も当然ございます。このため、例えば一定以上の調達単価

の増減がある場合には、次年度に対応することとしてはどうかということが、具体的な対

応の範囲のところでは論点でございます。 

 ただ、この増減ということでございまして、まさに足元はいずれも単価が見込みを上回

っているという状況でございますけれども、当然マーケットでございますので、燃料価格

が下落するということもございます。従って、見込み単価は実際の実績を下回る可能性が

あるのは申すまでもないところでございまして、その場合には、当然ですけれども、送配

電事業者の方々に差額利益をとどめておく必要もないということでございますので、原則

といたしまして、実績単価が見込み単価を上回る場合と同様に、下回る場合も同じような

方向で対応することとしてはどうかといった形でございます。 

 続きまして、資料 24ページ目でございます。その場合に、具体的な対応方法をどうする

のかということでございます。 

 １つ目の黒丸でございますけれども、三次調整力②の調達単価というところにつきまし

ては、前年度の見込みと調達実績の間に乖離が生じた場合に、次年度の交付金算定時にそ

こを含めて対応するという場合におきましては、当然、当該乖離に生じた不足額もしくは

余剰額ということについて、次年度の交付額におきます算定において、加算または控除す

ることが考えられるものでございます。 

 その時に、幾つか考え方があろうかと考えてございます。 

 まず１つ目は、実績費用を全額精算するという観点からは、調達単価にわずかでも乖離

が生じた場合には、過不足なく全額調整する考え方もあろうかと思ってございます。ただ

し、そのような場合におきましては、全額精算するという観点からしますと、募集量削減

に向けた検討ですとか、需給調整市場におけます売入札を行う事業者の参入を促進するこ

とによる調達単価の低減とか、一般送配電事業者の方々におけます取り組みを継続するた

めのインセンティブを損ねる可能性があるということにも留意する必要があるのかなと考

えているところでございます。 

 こうした考え方の下に立ちますと、前年度の見込みと実績との間の乖離が一定以上の場

合においてのみ、次年度の交付金算定において対応するという考え方もあるのではないか

と考えてございます。こうしたことをどう考えるのかということでございます。 

 具体的には、交付金の額の算定におきまして、前提とした調達費用の単価と実績単価と

の間におきまして、例えばこれは今後の議論を踏まえてということでございますけれども、

１～２割以上の乖離が生じた場合など、基準を上回った不足額または余剰額があった場合

に対応することとしてはどうかといったことを論点として掲げさせていただいてございま

す。 
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 事務局からの説明は以上でございますけれども、参考資料の３をご紹介させていただき

たいと思います。荻本先生から、後段のところについて、資料２につきましてもご意見を

頂戴しておりますので、ご紹介させていただきます。 

 「２．資料の２について。調整力の調達：三次調整力②から始めて。ＰＶや風力の出力

変動に対して必要となる調整力市場が順次開始されている。送配電会社が安定供給の確保

のための必要量を算定し、それを効率的に調達し、かつ効果的に実運用で使用するために

は、それぞれの分野で継続的改善が求められる。今回の資料では、三次②の調達について

は、金銭的なインセンティブを設定し、必要量の低減、調達方法の改善により費用の低減

を図ることとされている。三次②の必要量については、過去に蓄積された、前日の再エネ

出力予測と当日の出力実績値、再エネ予測誤差に関するデータをもとに作成されている。

しかし、限られた期間の実績から希な予測誤差の発生の特性の把握・想定、調達された異

なる技術特性を持つ調整力の効果的な使用、さらには海外で注目されている分散型の資源

の活用の推進等、技術的な課題は大きく、これらの課題の解決には送配電会社の枠を超え

た多分野の技術力を結集する必要がある。このため、本分野に日本全体として衆知を集め

て再生可能エネルギーの導入の推進に取り組めるように、三次調整力②から始め、これに

留まらず、必要量調達・運用の実績について、継続的にデータを公開することが必要と考

える。」 

 以上でございます。 

 事務局からの説明および参考資料のご紹介は以上でございます。 

○山地委員長 

 ご説明どうもありがとうございました。 

 それでは後半議題、電力ネットワークの次世代化でございますけれども、これについて

質疑応答および自由討議の時間としたいと思います。 

 先ほどと同じでございますが、発言をご希望の方はチャットボックスにご記入ください。

また先ほど同様ですけれどもご発言は要領よく簡潔にお願いします。 

 まずは岩船委員からご希望ですね。お願いします。 

○岩船委員 

 ありがとうございます。ご説明ありがとうございました。 

 この三次調整力②の問題ですけれども、14 ページの必要量と単価の変化の話、特に単価

のほうですけれども、かつ、それに対応するのが 16ページの各エリアにおいて約定した調

整力電源の結果だと思うんですけれども、この対応を見てもなかなか傾向が分かりにくい

ところがあるなと思いました。例えば北海道では単価が確か下がっていたと思うんですけ

れども、中部等と同様にＬＮＧが多いわけできっと燃料費はここは上がっているだろうし

なと。 

 もちろん調達のタイミングとかもあると思いますので分からないですけれども、この辺

り傾向がしっかり説明できるようにデータを整理していただきたいと思いました。特に東
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電さんは揚水がほとんどなわけですけれども、揚水を上げるための原資が何だったのかと

いうところも恐らく単価に大きく効いていると思いますので、そこら辺も含めて調査をお

願いしたいと思いました。かつ実際の発動状況を含めて情報公開をお願いしたいです。 

 三次調整力②は応答速度がそこまで早くないわけなので、恐らくＤＲなども活用できる

のではないかと思います。今、調整力市場では低圧リソースは対象外なわけですけれども、

今後増えるリソースとその性質を考えればこれらをもっと活用していくべきではないかと

思います。市場がなければ技術も育ちません。ぜひ積極的にこの点は検討していただきた

いと思います。ＤＲの経済性向上にもつながり、全体として三次調整力②の費用抑制にも

貢献できると考えられます。 

 後半のほうの一送さんの負担の件、次年度の交付額による調整というのは賛同いたしま

す。閾値などの設定は細かい話が最後にあると思うんですけれども、そこは運用の容易さ

などの問題もあるでしょうし、事務局と一送様にお任せしたいと思います。 

 以上です。 

○山地委員長 

 ありがとうございました。では続きまして長山委員お願いします。 

○長山委員 

 聞こえますでしょうか。 

○山地委員長 

 はい。大丈夫です。 

○長山委員 

 スライド８なんですけども、アイルランドの例がありますがこれはＥｉｒＧｒｉｄに行

ったことがあるんですけれども、このポイントが３つありまして、全体予算を 235 ミリオ

ンユーロと決めていると。あと、技術中立なので必ずしも特定の電源を保護しているわけ

ではないと。あとは便益の計算をしているんですね、これをやったことによって社会にど

ういう便益があるかという計算をしているということなので、日本でもこれと同じような

ことをすべきだと思います。 

 それで、北海道さんだけではなくて全国で負担すべきだと思います。これは新々北本も

たぶんそうしていると思うんですが、ＦＩＴ賦課金だけじゃなくて託送料金も北海道、東

北と九州、９社全体で負担していると思いますので、これは全国負担すべきだと思います。

ということです。 

 次に三次調整力のほうで 13ページのほうにいっていただいて、これは先ほどからご説明

がありましたように 2021 年で 1,041 億円の差損が生じていまして、1,895 億円のところに

1,000 億円飛んでいるんですね。従って、2021 年の投資にも大きな影響を与えております

し、中部さんなんかは自己資本が毀損しているような状況になっていて非常に甚大な影響

があるということで、スライド 12のほうに書いてある紙は各年度のことがごっちゃに書い

てあるんですけれども、2021 年度と 2022 年度とそれ以降の３つの区間は状況は全然違い
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ますので、それぞれにおいて細かく要因分析をしていただいて、それで対処方針を考える

べきだと思います。2021 年度に関しては前にも申したように調達単価では持ち替え費用と

いうことで 0.89 円を機械的に入れて、結果 5.8 倍かかってしまって大きな差が出ている

と。あとタイミングの問題で需給調整ガイドラインというのが３月 31日、しかもそれ以前

のＦＩＴ交付金の決定というのが３月 24日にあったということで、タイミングの問題があ

って必要な費用が計上されていなかったというようなこともありますし、調達量に関して

も 2021年度は正式に決まったのは 2020年 12月 7日の大量小委員会で決まったんですけれ

ども、それがちゃんと正式に決まる前に調達量が決まっていたということで、2021 年に関

してはかなり全額損した分は補塡してあげる必要があるんではないかなというふうに考え

ます。 

 スライド 18のほうにいきまして、最後のポツで緊急の対応策というのを考えるのも重要

なんですけれども、これは今後ＦＩＴ自体が 20年ぐらい続くということを考えますと事後

調整のルールをちゃんと決める必要がありまして、たぶん燃料費調整制度のようなきちっ

とした仕組みで持続的な仕組みを作って都度補正していくことが必要であるというふうに

考えます。 

 スライド 22のほうにいっていただきまして、この式でまず 2022年の計算には 2021年の

４月に三次調整力②が開場したので、必ずしも 2021年の全ての状況を反映したものではな

いといことがありますのと、あと右のほうのエリア必要量ということでΔｋＷ確保率の最

小値を採っているということで、これでインセンティブになっているということなんです

けれども、２月に見せていただいた 2017 年から 2020 年のΔｋＷ確保率最小値というのの

表を皆さん思い出していただければと思うんですけれども、最小値って 2020年じゃなくて

2017 年なんですね。本当は毎年この確保量は下がっているはずなのに 2017 年の一番初め

の年が最小確保量になっていると。これはどういうことかというと 2017年がたぶん曇り予

想が多くて降ったということで。こういうのというのは最小値というものに関してもうち

ょっと詳細に検討するというか原因分析をしていただいたらいいんじゃないかなというふ

うに思います。 

 あとスライド 24 のほうにいきまして、過不足なく全額調整ということで 2021 年はちょ

っとしょうがないので全額過不足調整ということかなと思うんですけれども、2022 年度以

降は送配電さんの努力の及ぶ範囲と及ばない範囲･･････及ぶ範囲というのは天候予測とか

で段々予測の精度を厳しくしていくということなんですけれども、やはり天候でも努力が

及ばない範囲というのがたぶんあって、そこのところはやはり補填をしてあげるべきなの

ではないかなというふうに思います。 

 最後なんですけれども、スライド 23のほうにいきまして、これはちょっと質問かもしれ

ないんですけれども、下から２つ目の「一定以上」というのがありまして、一定以上って

これは何を言っているのかというのがちょっとよく分からなくて。例えば毎年ずっと燃料

価格が上がっていくと、ずっと赤字が続くわけで、それはどう対応するのかということだ
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と思うんですよね。燃調制度だと対応できるのかもしれませんけれども、ここをどう見る

のかというのがあると思います。 

 以上、この制度の問題について指摘してきたんですが、一般送配電さんも各社さんが努

力した結果というのがいまいちオープンでないところもありますので、そこは情報公開を

していただいて明らかにしていただければと思います。 

 以上です。ありがとうございました。 

○山地委員長 

 どうもありがとうございました。では続きまして江崎委員お願いします。 

○江崎委員 

 どうもありがとうございます。 

 基本的には今回の事務局からのご提案には賛成なんですけれども、今後やらなきゃいけ

ないことというのを少し考えたときに、今までのやり方というのは基本的には一般送配電

事業者と発電事業者でコントロールをしていくというやり方での交付金とかインセンティ

ブをどう作るかという話だったんではないかなと思います。 

 やはり違和感があるのは、需要家――特に大規模な事業者というのがこの中のプレーヤ

ーとして見えていないというのが非常に違和感があるところになります。というのは 14ペ

ージの今回の 2022年の取引状況は昨年度よりも少しだけですけど良くなったというように

見えるんですけれども、これってたぶん経産省が今年は厳しいという、それから去年が大

変な状況だったという情報が出て、かつ大臣が大変だよということを言ったのでうまくい

ったんじゃないかなという気がするんですが･･････素人の解釈かもしれませんけれども。

これって需要家がかなり協力をしたということではないかというふうに考えられます。 

 そうすると今までやってきたデジタルオンライン化というのは電力の売買とか交付金の

ビジネストランザクションということだけではなくて、送配電システムの管理と制御にも

デジタル化が行われてきたと。そうするとここに発電システムを連携させるという話が出

てきているんですけども、なかなか需要側をどう連携させるかという話がやっぱり行われ

ていないと。私自身この委員会に出て、最初からやっぱり需要家のオンライン制御という

のと送配電システムが連携するというのが必要ではないかなということを考えていました

けども、やっぱりなかなかインセンティブ設計の中にそれが入ってきていないというのが

次のステップかなという感じがしています。 

 電力の自由化前というのは私の知る限り工場とか最近のデータセンターみたいな大規模

な需要事業所の需要制御というのが基本的には電話やファクスみたいなアナログ技術を使

って電力会社――今で言う一般送配電事業者と相対ベースで行われて、そこに価格のイン

センティブがあったということで機能していたんじゃないかなというふうに思います。 

 そうするとここでも出てくる緊急時、つまり需給バランスの維持が非常に厳しい状況で

動く場合にやっぱり大規模な事業所というのが協力するというのが非常に重要だし、そこ

に大容量の蓄電池が入るというのは今日の前半の話題での発電所に蓄電池を入れるという
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ことと、もう一つ需要家のほうに蓄電池を入れるということに関しての需要家側の――特

に大規模需要家側のデータビリティを上げていくということになるんじゃないかなという

ふうに個人的には観察をしています。 

 そうするとこのビジネスをやる場合に実は需要者側の制御機能、それから自分のエネル

ギー制御をするというのは実は災害時の自分の施設の対処ということにも資するわけで、

エネルギーの制御のような貢献と自身のレジリエンシーを高めるという両方の面でエネル

ギー制御というのが効くわけで、この両面で上手なインセンティブというのを設計してい

くというのが次のステップとしては非常に重要ではないかというふうに思いますのでぜひ

ご検討いただければというふうに思います。 

 以上でございます。 

○山地委員長 

 ありがとうございました。では続きまして大石委員お願いします。 

○大石委員 

 ご説明ありがとうございました。 

 私は質問をしようと思っておりましたが、もう岩船委員からおっしゃられたのですが全

く同感です。14 ページそれから 16 ページの参考の取引状況を見ておりますと、それぞれ

の送配電事業者様の事情はあるとは思うものの、なかなか今回のこの増減について納得が

いきかねるところもありますので、岩船委員もおっしゃいましたけれども、なぜこういう

結果になったのか疑問に思いました。例えば同じ調整力でＬＮＧを対応している送配電事

業者さんであってもそれぞれ平均の調達単価が上がったり下がったりしているというよう

なところをもう少し詳しく教えていただくと同時に、やはりここの情報というのはお互い

共有して社会全体でいかに国民負担を減らすか、また、予測誤差をなくすかというところ

はもう既にやっていらっしゃるのかもしれませんけれども続けていただければと思います。 

 それから２番目の話題になります三次調整力②の調達費用。確かに今回この結果を見ま

すと大変な状況であるということは分かるのですが、やはりそれを負担するのは最終的に

は国民負担になるわけで、一生懸命努力している送配電事業者さんがきちんとその努力が

報われるような、しかも国民の負担ができるだけ抑えられるような、そういうシステムに

していただきたいなというのが希望です。 

 以上です。 

○山地委員長 

 ありがとうございました。続きまして大橋委員お願いいたします。 

○大橋委員 

 ありがとうございます。 

 私も資料の 23～24ページの論点に関してであります。この一送による再エネの予測誤差

の削減が効率に行われているかどうかについては、まず広域機関が適正に監視・確認をし

た上でなお生じざるを得ない相応の予測誤差が残る場合には三次調整力②のΔｋＷの確保
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にかかる費用を基に負担の在り方を検討するというところは既に議論で決めたものだと思

っています。広域機関の監視については既に進められていますし、また一送の努力の及ば

ない必要量増加の要因についても既に広域機関にて整理がなされているものと思います。 

 まだなされていないのは、この整理された必要量増加の要因が定量的にどれだけなのか

という点が算出されていないところにあるのではないかと思います。この点、一送として

もこの作業についてしっかり協力をして数字を出していくべきではないかと思います。こ

の数字がないと交付の適切な必要額が算出できないのではないかと懸念をしています。ま

たこの算出式が出てくることでそのインセンティブが働く仕組みについての議論をする素

地もできるというふうに思います。 

 次年度に先送りするということではなくて、これまでの議論をしっかり踏まえた上での

対応が求められると思いますので、一送も含めましてご対応のほどどうぞよろしくお願い

いたします。 

 最後ですが、2021 年度の調整力確保の費用については、この委員会で交付金の単価を決

めた上で広域機関で量を決めて、それで電取委で価格規律を決めたというふうに理解して

います。量については先ほど述べたとおりの対応をお願いしたいと思いますが、価格につ

いても――これは先ほど長山委員もおっしゃったと思いますが、基準日が適切だったのか

ということも振り返りをしておくことが重要かなと思います。これは量の価格も両方とも

大幅に今回超えてしまっているというところが気になっているものですけれども、そうし

たところもしっかり議論していくべきかと思います。 

 以上です。ありがとうございます。 

○山地委員長 

 次は松本委員です。よろしくお願いします。 

○松本委員 

 ありがとうございます。 

 私からは三次調整力②について 1 点コメントさせていただきます。18 ページの論点です

が、三次調整力のコストを下げていくため一般送配電事業者が全て担っている状況ですが

一部を今回創設されたアグリゲーターに発電契約者として予測を担わせれば予測技術など

に競争が働いてコストを下げていけるのではないでしょうか。ご検討いただけないかと思

っております。 

 また、既設案件のＦＩＴ制度からＦＩＰ制度への移行も一般送配電事業者のＦＩＴイン

バランス特例制度に起因する再エネ予測誤差を調整する負担軽減に有効だと思いますので

移行をしっかり推進していただきたいと思っております。 

 以上です。ありがとうございました。 

○山地委員長 

 ありがとうございました。では続きまして松村委員お願いします。 

○松村委員 
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 松村です。聞こえますか。 

○山地委員長 

 はい。大丈夫です。お願いします。 

○松村委員 

 まずスライド５に関して、事務局のご指摘のとおり再エネの適地の消費者・需要家とい

うのが託送料金で過大な負担を負うというのは本来的におかしい。理屈としてもむしろそ

ちらの需要家の託送料金は下がるというのが自然な制度設計なのに、このままだと負担が

増えてしまうということに関する問題意識というのは全くもっともだと思います。ご提案

のとおり検討を進めていただければと思います。 

 ただそのときに、ヨーロッパとは違って 10社あるいは沖縄を除いて９社に分かれている

ということをご指摘になって、それは事実認識としてはもちろん正しいわけですが、一方

で 10社あるいは９社というのでばらばらにやっているというのは、これは私たちが選択し

た結果なのであって外生ではないというふうに思っています。再編というのは十分にあり

得るということを頭に入れた上でそれでもあえてこちらのほうがいいと思っているからや

っているんだということは決して忘れないようにしていただきたいというのと、それから

もう一つはもっと重要な点だと思うんですが、もしご認識のとおりだとするとヨーロッパ

では国をまたがって再エネの適地の偏在があったとすると問題は国の中よりももっと深刻

になるはずなのにもかかわらずその問題が起こっていないとすれば、それはどういう仕組

みなのか。そのような仕組みというのはなぜ日本では入れられないのかというようなこと

も考えていただきたい。ヨーロッパと状況が違うので参考にならないというふうに考える

のではなく、どういうメカニズムでそういう問題が顕在化していないのかというのを頭に

入れておく必要があるかと思いました。 

 次にスライド 14、17、23、24、主に 23、24 に関連することですが、量と単価で分けて

議論するということをきちんとしていただいたことをとても感謝します。量に関してはも

う既にある種のインセンティブのメカニズムというのを設けてそれを維持するというご提

案だと思います。制度自体をもっと良いものにするということ自体あり得ると思いますが、

このインセンティブの仕組みを維持するということはぜひ続けていただきたい。 

 その上で単価に関しては正しくご指摘になったとおり、燃料費が上がれば想定した燃料

費よりも実際の実績の燃料費のほうが高ければ結果的に大赤字になる、あるいは他の条件

を一定とすれば卸市場価格というのが上がればこの調達単価は自然に上がってくるという

ことになると思いますので、市場価格がすごく高いということ、想定した状況よりも高く

なっているということだとすると単価が上がるというのはネットワーク部門の責任とは言

えないということだと思いますので、これを何らかの形で補塡する、特に事務局の提案の

ようにそれがある一定程度以上というのを超えるということがあったときには補填という

のを考えるというのは合理的な提案だと思います。 

 その際にぜひ考えていただきたいのは、他の条件を一定として燃料費が上がった、ある
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いは市場価格が上がったということはとても分かりやすいのですが、逆に言うと仮にその

ような要因というのがなかったとすれば、あるいは燃料費と市場価格の変動というのが想

定よりも２割高かったということがあったときに、例えば単価が５割高くなっていますと

かそういうようなことが起こったときに、それも本当にノーチェックで補填するのかとい

うのについてはとても危険だと思います。私自身はまず燃料価格あるいは卸市場価格とい

うのをどちらかが一定以上想定との乖離があったということがないのにもかかわらず単価

が大きく乖離しているということがあったとすれば、それを個別に精査するということと

セット。それで精査の結果をちゃんと委員会で報告し、それでもっともだというお墨付き

を得た後で補填するという仕組みにしないと私はちょっと恐ろしくて賛成しかねます。マ

クロの指標というのも見て本当にもっともかどうかということは確認するというプロセス

が一段階必要かと思いました。 

 最後にちょっと岩船委員のご発言が理解できなかったので確認させていただきたいんで

すが、私は調整力市場では全てＤＲも参加できるように設計されているし、もちろんそう

すべきだというふうに思っています。既に開場している調整力は言うに及ばずこれから出

てくるものも含めてＤＲは参加可能だと思っていたのですが、この点私の事実認識が間違

っているのでしょうか。もし間違っているとするならばそれは大問題なので早急に広域機

関のほうにお願いしてＤＲに対して門戸を閉ざしているというのを開放するということを

要求すべきだと思います。もし、ご発言の趣旨が門戸が開かれているけれど要件が厳し過

ぎて実質的に入れないということだとすると、具体的にどんな要件が問題があるのかとい

うのを今日出なくてもいいので後日教えていただければ広域機関のほうでも建設的な議論

になるかと思いました。 

 以上です。 

○山地委員長 

 ありがとうございます。ＤＲの件も含めて事務局から後で対応したい。岩船委員は低圧

のＤＲが対象になっていないと言ったように思いますけれども、ちょっと議論は、発言を

ご希望の委員がいますから続けて･･････ 

○松村委員 

 すいません。勘違いだったようです。撤回します。 

○山地委員長 

 はい。次、小野委員お願いいたします。 

○小野委員 

 ありがとうございます。 

 まずスライド５の安定化コストと地域偏在の問題について、国としての再エネ導入拡大

に伴うコストであることを考えれば、全国一律の賦課金のような形で回収すべきではない

か思います。 

 次に三次調整力②について、先ほど大橋委員が指摘された、仕分けができることを前提
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に、燃料費など不可避的なコスト増減について、スライド 23の対応方針に示されたように、

次年度に精算するとの考え方に賛成します。またその際に、スライド 24に示されたように、

（精算する範囲を）閾値化し、クライテリアを設定することも現実的かと思います。 

 なお、これらのコストは最終的には電気の需要家が負担することになり、こういったコ

ストはＦＩＴ・ＦＩＰの対象・非対象によらず、自然変動型の再エネの大量導入に伴う系

統の安定化に必要なコストです。このことを考えれば、先ほども申し上げたとおり、その

ようなコストを皆で適切に負担する在り方等について、検討が必要かと思います。 

 最後に質問です。スライド２に「従来、起因者（発電事業者）が負担してきた設備費用

等について、一般送配電事業者の負担範囲が拡大」という記載がありますが、これは発電

側課金との関係と考えてよろしいのでしょうか。 

 以上です。 

○山地委員長 

 ありがとうございました。発言ご希望が出ておりますので、あとは圓尾委員ですね。お

願いいたします。 

○圓尾委員 

 圓尾です。 

 まず５ページのご指摘はごもっともだと思っています。一番最後のところに「その調達 

費用の一部を全国で負担すること」と書いてありますけれども、意義を考えるとむしろ全

国で負担するのがベースではないかと思いますので、再エネを普及しているところの負担

が重くならないように考える必要があると思います。 

 それから 23 ページ、24 ページのところも基本的には賛同しますが、量に関してはイン

センティブがあるので対応する必要がないという整理になっていますけれども、一方で、

上の（*）のところで一送の努力外の要素によっても発生すると書かれています。天候の

問題、予測のタイミングの問題とかあって当然残ってくると思いますので、量の部分につ

いてもやはりちゃんと分析をして区分けした上で努力外と認められる部分については対応

を考えることも必要ではないかと思います。 

 それから「次年度に」というところです。これは事務局に質問でもありますけれども、

この方向で今回まとめるとすれば 22 年度に発生するであろう 500～600 億円のうち一定部

分を 2023年度に反映するということを考えるようなスケジュール感かと思います。そうで

あればその対応が何もなされなかった 2021 年度についても分析をして 23 年度に反映する

ことを考えていいのではないかと思いました。３カ月前に各社の決算――これは発電や小

売も含めた決算が出てきたわけですけれども、増減分析を見てみますと相当に影響が大き

くて、丸ごと飲み込めと言うにはあまりにも桁が違って金額が大きいと思いました。21 年

度についても分析ができれば 23年度以降に対応することを考えてもいいのではないかと思

いました。 

 以上です。 
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○山地委員長 

 では次は桑原委員お願いします。 

○桑原委員 

 ありがとうございます。１点コメントさせていただきます。 

 24 ページのところで三次調整力②の調達費用に関して実績との乖離――特に送配電事業

者のコントロールの及ばない需要による実績との乖離について対応するという考え方は理

解いたしますけれども、この一定以上の乖離という場合に余剰分について不足分と同じよ

うに考えることでよいのかというところがまだちょっと得心がいっておりません。特に不

足分の精算を行う閾値が今１割～２割以上の乖離というのが例示さておりますけれども、

この閾値が大きくなればなるほど余剰分のほうの閾値について同じでいいのか、別途の考

慮が必要でないかというところについて慎重な検討をお願いしたいと思っております。 

 以上です。 

○山地委員長 

 ありがとうございます。チャットボックスに書かれている発言のご希望は以上でござい

ますので、ここで･･････今ちょうどオブザーバーの送配電網協議会平岩さんからご発言ご

希望ですので、平岩さんお願いします。 

○送配電網協議会 平岩オブザーバー 

 送配電網協議会の平岩でございます。ありがとうございます。 

 私からは三次調整力②の確保費用について意見を申し上げます。資料に記載いただいた

とおり 2021年度のＦＩＴ交付金と三次調整力②の調達費用との差額約 1,030億円は一般送

配電事業者各社の収支に大きなインパクトを与えております。本年度に入っても必要量の

削減努力を上回る想定を大幅に超える単価上昇により、ＦＩＴ交付金の約 800 億円に対し

第１四半期時点での調達費用は既に約 360 億円となっており、資料記載のとおり本年度は

500～600億円の不足の可能性がございます。 

 また再エネ予測誤差に対する三次調整力②による需給調整は再エネ発電事業者に代わっ

て一般送配電事業者が実施しており、一般送配電事業者による必要量の低減等に向けた取

り組みを前提とした上で一般送配電事業者の収支に影響を与えないことが大前提と考えて

おり、費用が着実に回収できる仕組みの整備が必要と考えます。このような観点から、調

達費用の差額を事後的に調整する仕組みは収支相償の考えに沿うものと考えております。 

 一方、事後的な調整にあたり、単価については、例えば１～２割の乖離幅を設ける案を

提示いただいておりますが、例えば設定した乖離幅の範囲でマイナスが何年か継続してい

ても単年度で乖離幅を超えるプラスが生じるとその年度だけ調整対象となり累積の不足は

解消されないといった状況になる、また、その逆の事象が発生することも予想されます。

収支相償の考えに沿うならば収支を累積管理し、一定額を超えた場合に調整する方法が考

えられるため、今後詳細な検討をお願いいたします。 

 また、2021年度の大きな差額である 1,030億円については 12スライドに記載にあるよう
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にＦＩＴ交付金算定時期が市場開設前であり、交付金算定後に価格規律や必要量算定方法

が整備されたことなど制度開始時点での特殊な事情もあって発生したものと考えられるた

め、例えば先ほど申し上げました累積管理に含めて調整するなど、確実に回収できる仕組

みを整備いただけますよう強くお願い申し上げます。 

 なお、調整力の調達量については 23スライドの※印の注釈にありますように、一般送配

電事業者の努力外の要素によって変動することがあり、一例としては気象庁・気象協会等

が提供する気象情報の精度による影響が挙げられます。精度が低いと必要量は増加するこ

とからこのような要素は調整の対象としていただきたく、当然ながら一般送配電事業者と

してもデータの分析にはご協力させていただきますので、引き続き検討をお願いいたしま

す。 

 一般送配電事業者としては資料にも参考として記載ございますように、三次調整力②の

共同調達や複数の気象モデルの活用、予測信頼度に応じた必要量の算定など、必要量の削

減に向けて引き続き取り組むとともに、余剰となった調整力の時間前市場への供出による

調達費用の抑制に努めてまいります。また、分かりやすい情報の発信にも努めてまいりま

す。どうぞよろしくお願いいたします。 

 ありがとうございました。 

○山地委員長 

 ありがとうございました。では東電パワーグリッド岡本さんお願いします。 

○東京電力パワーグリッド 岡本オブザーバー 

 東京電力パワーグリッドの岡本でございます。ありがとうございます。 

 今回の中で２ページ目に全体の問題意識を示していただいておりますので、そこの部分

の１点と今議論になっています三次の②について平岩さんからもコメントがありましたけ

れどもコメントさせていただきたいと思います。 

 まず負担の全体像というか全体論ついてやはり再エネの主力化ということが日本のカー

ボンニュートラルですとかエネルギー安全保障に資するものとして行われているというふ

うに理解しておりまして、そういう意味で受益者が系統を利用されるお客様だけなのかと

いうことについてやや疑問を持っております。ですので必ずしも託送料金といった枠組み

だけでない幅広い負担の在り方についてもご議論いただければありがたいというふうに考

えております。 

 それから三次の②については平岩さんのお話とほぼ重なりますけれども、基本的にＴＳ

Ｏが調整力の調達の量ですとかコストの削減ということを行う前提で、またそのベースに

なる情報を開示するということを前提に必要な調整コストをご負担いただきたいというふ

うに考えてございます。私どもとしましても必要な情報を開示、検討を進めてまいりたい

というふうに考えておりますのでご検討をお願いしたいと思います。 

 あと、これも平岩さんからありましたけれども、再エネの出力予測というのは気象予測

を利用しておりまして、現在需要想定についてなかなか誤差が小さくならないということ
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がありまして、エネ庁さんから気象庁さんに働きかけていただいて現在需要想定に関わる

意見交換を定例的に私どもを加えていただいてさせていただいています。気象予測といっ

たものが必ずしも再エネの今回のニーズのような形になされているわけではないというと

ころが少し思いますので、ぜひ再エネ主力化に向けて再エネ予測に関わるベースになる気

象の予測とか観測技術についても国としてご支援いただけるとありがたいというふうに考

えております。 

 私からは以上でございます。どうもありがとうございます。 

○山地委員長 

 どうもありがとうございました。一つご発言が終わったんですけれども実は先ほど高村

委員がご参加になられましてご発言をご希望です。現状、今日２部構成で後半の電力ネッ

トワークの次世代化に関する議論がちょうどオブザーバーのご発言が終わったところでご

ざいます。高村委員は今入ったところですから前半の議題も含めてご発言いただければと

思いますが、簡潔にお願いしたいと思います。よろしくお願いします。 

○高村委員 

 山地先生どうもありがとうございます。遅く入室をしまして申し訳ありません。 

 資料の２について 15分ぐらい前からお話を伺っておりましたけれども、やはりこの調整

力の調達に関わる費用負担の費用をできるだけ縮減をする努力について進められていると

いうことを認識しつつ、もう既にこれまでもご発言ございましたように、さらにそれを小

さくしていくという取り組みを支援していく、この点については全く異論がございません。 

 今の三次調整力②というのはＦＩＴがある限りどうしても続いてしまうところだと思っ

ていまして、そういう意味ではその費用を縮減するという取り組みはもちろんなんですけ

れども、やはりここは根本的に制度としてどういうふうに改善をしていくかという見直し

は必要だというふうに思っております。 

 一つは、これは恐らく資料の１に関わってもくるところですけれども、やはりＦＩＰへ

の移行をどうやって加速あるいはその規模を拡大していくかということをしっかり考える

必要があるというふうにまず思います。恐らく今、電力・ガス基本政策小委員会で議論さ

れているような市場の在り方についての根本的な見直しということも恐らく必要なんだと

いうふうに思います。この大量導入委のところでいきますと、やはり特に今１点目で申し

上げましたいかにＦＩＰへの移行をうまくインセンティブを付けていくかという課題があ

るように思っております。 

 山地先生から言っていただいた資料の１について少しその文脈で事務局に、もしかした

らもう既にご報告があったかもしれませんけれども、ご質問と意見を申し上げたいという

ふうに思っております。 

 質問は実際にＦＩＴからＦＩＰに移行するようにインセンティブを付けていこうという

議論はこれまでもあったと思うんですけれども、足元でＦＩＴからＦＩＰへの移行の進捗

状況がどうなっているのかというのがもし実態のデータがありましたらご紹介いただけな
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いかということであります。 

 ただなかなかやはり今回提案をいただいているのはＦＩＰへの移行ということで、資料

の１というのはある意味で大きくそれを推進しようというご提案だというふうに思ってい

まして、それ自身は強く賛同するものでぜひ進めていただきたいと思っております。同時

にこれもご報告にあったかもしれませんけれども、これまでの議論の中でもアグリゲータ

ーの役割あるいはアグリゲーターにとってやはり時限付きでも一定のインセンティブが付

くような制度設計、アグリゲーターを育てていくという視点が非常に重要だと思っており

ます。今アグリゲーターを一つ例に出しましたけれども、ＦＩＴからＦＩＰへの移行がも

し想定よりも進んでいない、あるいはさらに加速していくときに、やはり何が障壁なのか

ということをもう少し踏み込んで議論する、あるいは場合によっては事業者を含めてヒア

リングをしていくということが必要ではないかというふうに思っております。 

 私からは以上です。 

○山地委員長 

 どうもありがとうございました。チャットボックスを見ますと他の方は特にご発言ご希

望はさらにはないようですね。 

 それではまずは後半議題について非常に貴重なコメントをいただきありがとうございま

した。事務局からはまず後半議題について、質問的なこともございましたのでご対応いた

だきたいと思いますし、ただ今、高村委員から前半の議題についてもちょっとコメントが

ございましたのでもしそこで対応することがございましたら併せてお願いしたいと思いま

す。よろしくお願いします 

○小川電力基盤整備課長 

 ありがとうございます。たくさんのご意見をいただきました。まずは私、小川のほうか

らご回答など申し上げたいと思います。 

 全体の前半のところにつきましては今後の在り方としての全国負担ということについて

ご意見をいただいております。 

 今回お示ししたのも足元というよりは少し先を見据えてでありますので、いただいたご

意見を踏まえつつ託送料金あるいはＦＩＴ賦課金、いろいろ幅広い観点から今後の在り方

というのを考えていきたいというふうに思います。その際、松村委員からもご指定いただ

いています欧州との違いとまたそこにもう少し調べて学ぶところ、こういった点も考えて

いきたいと思います。 

 またスライドの２ページ、前回お示しした資料に関して小野委員からご質問もいただい

ております。ちょっと私自身が十分理解できていなかったところもあるかもしれません。

上から３つ目のポツのところにつきましては一般送配電事業者の負担範囲が拡大している

という形で記しております。これは最近の動きとしてのノンファーム型の全国展開あるい

は北海道の変動緩和要件の撤廃、今までで言うと発電側が負担していた費用についての費

用負担の在り方が送配の側にシフトしているところがあるというところを記したものであ
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ります。 

 それから全体の後半部分に関しては、全体的な方向性についてはおおむね肯定的なご意

見をいただいているところかとは思います。ちょっとご提案と言いましょうかご意見とし

て例えば松本委員から三次②についてアグリゲーターに行わせることも検討してはどうか

といったようなお話がありました。ここは今は送配電事業者が行っているものについての

費用負担でありますのでもちろん違う形で発電事業者が行い、あるいは別の形でアグリゲ

ーターなどが行った場合には三次②でなくなっていくと――送配がまとめてというのでは

なくなっていくというところでありますので、本日の前半の議題とも関連します全体的に

仕組みとしてのＦＩＴ以外で調整あるいは送配でない形での調整をしていくということの

議論かというふうに思っております。 

 岩船委員からご質問というよりもご意見としていただいておりますご指摘のように、量

と単価のところでその費用、特にスライドでいうと 14 ページ、16 ページだけでは今の足

元の状況が必ずしも十分に理解できないという点、ちょっとこの場では十分お答えできな

いところもありましてこれについては宿題というふうにさせていただければと思います。

大石委員からもご指摘いただいたところであります。ちょっとその量のところと実際の価

格のところにつきましては、これは今までも電取委のほうでいろいろ確認いただいており

ます。なかなか送配電事業者では分からないところ、発電側の札入れとも絡んできますの

でちょっとここは電取委の協力もいただきながら、もう少し具体のところがどういう状況

かというのはお示ししていけるようにしたいと思います。 

 また量的なところ、これも松村委員からご指摘いただいております送配電事業者のほう

で行える努力のところとそうでないところ、この辺につきましてはまた事業者のご協力を

得て次回以降お示ししていくようにしたいというふうに考えております。 

 とりあえず私のほうからは以上です。 

○能村新エネルギー課長 

 新エネ課の能村でございますけれども、特に資料の 23 ページ目～24 ページ目、私のほ

うからご説明させていただいたところについてのご質問、今小川電力基盤整備課長からカ

バーいただいたところが多かったわけでございますけれども、長山委員ほかから 23ページ

目に書いてございます一定以上とは何かとったご質問もございました。ここは 24ページ目

に書かせていただいているように例えば１～２割以上の乖離が生じた場合とかそういった

ときのことを少しご議論をというところで 24ページ目に具体的に書かせていただいている

というものでございます。 

 当然、先ほど小川電力基盤整備課長のほうからもしくは各委員からもいろいろあったと

おり、さまざまな事業者様から送配電事業者の方々含めて情報提供をしっかり出していた

だきながら、協力いただきながら量的な観点また価格的な観点含めてしっかりと精査して

いくということですし、また特に大橋委員からそういったところのしっかりと数字を確認

していくということ。また併せて松村委員から単価のところにつきまして乖離があった場
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合というところで燃料費などとかそういったことの他に個別の要因もあり得るんじゃない

かということでマクロ指標と併せてしっかり個別精査というやり方もあるんじゃないかと

いったご示唆もいただいてございます。この辺も含めて少し改めて議論を深めてまいりた

いというふうに考えてございます。 

 また、高村委員からＦＩＰからＦＩＰへの移行について足元の状況はどうなんだという

ご指摘もいただいてございます。足元で言いますとやはりバイオマスにつきまして約

20,000ｋＷぐらい動きが出てきているということで、やはり調整がつきやすいバイオマス

を中心にまずＦＩＰへの移行というところが具体的に進んでいるということでございます。

太陽光につきましても幾つか申請が上がってきているという状況でございますけれども、

まさにこうした取り組みを先ほど前半でご議論いただきました蓄電池併設のところの議論

も含めましてＦＩＰへの取り組みというところをしっかりと検討していきたいと思ってご

ざいますし、その中でアグリゲーターを含めてそういった取り組みに対する障壁が何なの

かということについては、こうした制度的な変更と併せて実体面でのどういうところが課

題なのかということについてはさらに事務局としてもまた関係事業者様の皆様方とも議論

を深めながら議論を具体化していきたいというふうに考えてございます。 

 事務局からは以上でございます。 

○山地委員長 

 ありがとうございました。今の事務局からの対応設けた上でオブザーバーの送配電網協

議会の平岩ご発言ご希望ですのでお願いいたします。 

○送配電網協議会 平岩オブザーバー 

 平岩でございます。ありがとうございます。 

 松村委員から需給調整市場におけるＤＲの位置付けについて、確認のご発言がございま

したのでご回答申し上げます。 

 需給調整市場におきましては、ＤＲも電源と同様の位置付けで参加可能であり、実際に

ＤＲ事業者様も市場に登録されており、ＤＲの取引実績がございます。全体のボリューム

の中では比率としては今のところ少のうございますが、これはＤＲの中には小売事業者と

契約されているＤＲもあると思いますので、このような関係も影響しているかと思います。 

 私からは以上でございます。 

○山地委員長 

 どうもありがとうございました。 

 以上で一通りご説明とご議論は終わったんですけれども、全体を通して何か追加的にご

発言ご希望があればお受けしますがよろしいですか。 

 よろしいですかね、チャットボックスに特に書き込みはないようでございます。 

 それでは今回も熱心なご議論ありがとうございました。ちょっと私のほうから振り返っ

てみたいと思います。 

 今回、前半・後半と分けて 2 つの議論をしたわけですけれども、まず１点目の議題であ
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る再エネの大量導入については、新規の再エネのさらなる導入それから既存再エネの最大

限の活用、この２つの取り組みについてご議論いただいたと思います。 

 新規の再エネ導入については適地への再エネ導入拡大に向けて具体的な政策を進めてい

くということについては再度ご確認いただきつつも、地域と共生した再エネの導入拡大の

ために屋根設置のケースの推進とか、あるいは需要家と連携した導入拡大のためさらなる

導入促進策を図る、こういうことの重要性をご確認いただいたと思います。今後開催され

ます本年度の調達価格等算定委員会においてこうした点を念頭にご議論いただきたいと思

います。 

 既存再エネの最大限の活用につきましては、事務局資料にもありましたけれどもビジネ

スベースの取り組みが前提ということでございますが、それを前提としつつ大きく今日は

４点についてご議論いただいたと思います。 

 事務局からは１番目は需給に応じた供給をするための事後的な蓄電池併設のルールの見

直し――先ほど山の絵が２つあったやつです。これはＦＩＰで活用ということを前提にし

た議論でおおむね異論はなかったんじゃないかなと･･････ご確認のような発言はあったと

思いますが。 

 それから２番目としてはこれは小規模事業者の集約という観点からのことですけれど低

圧の太陽光のＦＩＰ化ということが議論されました。 

 それから３番目としては長期電源化に資する太陽光パネル張り替えの増設時の現行ルー

ルの見直し、これも価格を見直すときにどういう配分をするかおおむね異論なかったと思

います。 

 それから４番目として情報提供の充実、こういう具体的な方向性について説明がありま

して、大体委員から大きな異論はなかったというふうに感じております。 

 ４月以降数回にわたってこの既存再エネの活用、事業規律の強化、この２つをちょっと

別の場ではありますけれども議論して、制度的な対応を含むさまざまな議論をいただきま

したので、事務局におかれてはこれまで議論いただいた制度改正に関わる内容について全

体を通して整理して次回以降の本委員会でご報告いただきたいと思います。 

 後半議題の電力ネットワークの次世代化につきましては、順番は違うんですが、三次調

整力②とかその他の調整力の調達費用についてご議論いただきました。こちらの後半の議

論は今日はいろいろなご意見もいただいたということで今後事務局に対応していただきた

いんですけれども、三次調整力②については見込額と調達実績に一定以上の差が生じた場

合に、今日もいろいろ事務局からの提案についてご意見いただきましたけれども、2023 年

度どのように交付金を算定するか、市場のさらなる分析も進めつつその具体的な仕様につ

いて検討を深めて次回以降事務局から提案をしていただきたいと思います。 

 それからその他の調整力について、これもいろんな議論があるんですけれども、本日の

各氏の意見を踏まえて調整力の調達費用に関する具体的なスキームとか役割分担について

検討を深めていただきたいと思います。 
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 それから実はこれと関係しているんですけれども、系統整備費用その他の論点について

も次回以降ご議論いただきたいと思っております。 

 以上が私の本日の議論を聞いての感想でございます。 

 では最後に次回の開催について事務局からお願いいたします。 

○能村新エネルギー課長 

 事務局でございます。 

 次回の委員会につきましてはまた委員の皆さまと調整させていただいて日程が決まり次

第、経産省のホームページでお知らせさせていただきたいと思います。 

 事務局からは以上です。 

 

３．閉会 

 

○山地委員長 

 ということでございますので、これをもちまして本日の委員会は閉会といたします。 

 ９時から長時間にわたってご議論いただき誠にありがとうございました。 

 

 


